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序
言

　

魏
志
倭
人
伝
に
み
え
る
倭
国
や
邪
馬
台
国
に
関
す
る
記
事
の
な
か
で
も
、
と
く

に
政
治
的
、
軍
事
的
な
緊
迫
状
況
を
伝
え
る
の
が
狗
奴
国
と
の
抗
争
を
記
し
た
部

分
で
あ
る
。
そ
の
う
ち
魏
と
倭
女
王
お
よ
び
倭
国
と
の
関
係
を
記
し
た
箇
所
は
文

化
や
習
俗
の
記
事
と
は
異
な
り
、
魏
の
政
治
・
軍
事
的
な
方
策
を
示
し
て
お
り
、

魏
と
倭
国
の
関
係
が
凝
縮
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
を
端
的
に
示
す
内
容
と
し
て
は
塞

曹
史
張
政
等
に
よ
っ
て
難
升
米
に
拝
仮
し
た
詔
書
・
黄
幢
や
邪
馬
台
国
を
告
喩
す

る
た
め
に
発
せ
ら
れ
た
檄
が
あ
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
魏
か
ら
倭
国
に
政
治
・
軍
事

　

魏
志
倭
人
伝
に
み
え
る
檄
に
つ
い
て
、
中
国
史
料
・
文
献
に
み
え
る
用

例
と
出
土
文
字
資
料
で
あ
る
簡
牘
に
現
れ
た
檄
を
参
照
し
、
そ
れ
ら
の
機

能
と
目
的
か
ら
、
上
位
下
達
の
文
書
と
し
て
、
軍
事
・
政
治
的
な
伝
達
を

行
う
も
の
で
あ
っ
て
、
少
な
か
ら
ず
目
睹
に
よ
る
視
覚
的
な
効
果
が
あ
る

こ
と
を
示
し
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
魏
が
倭
国
に
対
し
て
檄
を
発
す
る
こ
と

は
、
背
景
に
あ
る
魏
の
権
威
を
可
視
的
に
示
す
こ
と
に
よ
る
軍
政
的
な
強

制
力
や
抑
止
力
を
期
待
し
た
の
で
あ
り
、
檄
に
は
魏
の
軍
事
的
、
政
治
的

な
意
図
が
存
す
る
こ
と
を
論
じ
た
。
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一

的
な
伝
達
が
行
わ
れ
た
。
こ
の
よ
う
な
重
要
な
語
句
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

邪
馬
台
国
の
位
置
比
定
や
魏
か
ら
下
賜
さ
れ
た
銅
鏡
百
枚
の
鏡
種
な
ど
に
比
し

て
、
檄
に
つ
い
て
の
検
討
は
十
分
に
な
さ
れ
て
き
た
と
は
い
い
が
た
い
。

　

檄
に
関
し
て
は
、『
三
国
志
』
の
編
纂
と
時
期
的
に
近
く
、
曹
操
の
悪
を
綴
っ
た

陳
琳
の
「
為
袁
紹
檄
豫
州
」（
討
曹
操
檄
と
通
称
さ
れ
る
）
の
印
象
が
強
く
、
魏
か

ら
倭
女
王
に
送
っ
た
檄
も
同
じ
類
型
の
文
体
で
あ
っ
た
こ
と
を
前
提
と
す
る
方
向

性
が
み
う
け
ら
れ
た
。
い
っ
ぽ
う
で
は
居
延
漢
簡
な
ど
の
実
際
の
簡
に
檄
の
語
が

用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
、
こ
れ
に
対
す
る
研
究
と
と
も
に
史
書
等
に
み

え
る
檄
の
検
討
も
な
さ
れ
て
い
る
。
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二

　

史
書
・
文
献
に
お
い
て
檄
は
頻
出
の
語
で
あ
る
が
、
本
論
で
は
と
く
に
三
国
時

代
の
檄
を
中
心
に
、
こ
れ
を
考
察
し
た
近
年
の
東
洋
史
学
お
よ
び
関
連
す
る
簡
牘

の
研
究
成
果
を
参
照
し
つ
つ
、
魏
志
倭
人
伝
に
み
え
る
檄
に
つ
い
て
の
同
時
代
的

な
意
味
と
史
的
背
景
を
検
討
す
る
。
魏
志
倭
人
伝
の
檄
に
関
す
る
言
及
は
、
こ
の

よ
う
な
近
年
の
檄
に
関
す
る
研
究
を
踏
ま
え
て
い
な
い
点
が
大
き
な
課
題
で
あ
り
、

本
論
で
は
初
歩
的
で
は
あ
る
が
、
こ
れ
ら
を
整
理
し
、
魏
志
倭
人
伝
の
研
究
に
資

す
る
こ
と
を
期
し
た
い
。

一　

魏
志
倭
人
伝
に
み
え
る
檄
と
こ
れ
ま
で
の
見
解

　

魏
志
倭
人
伝
に
は
魏
と
倭
と
の
交
渉
記
事
が
あ
り
、
そ
の
中
で
も
魏
が
倭
国
に

も
た
ら
し
た
檄
は
双
方
の
軍
政
的
関
係
を
具
体
的
に
示
す
も
の
で
あ
り
、
以
下
の

よ
う
に
み
え
て
い
る
。

　

正
始
六
年
、
魏
の
皇
帝
が
詔
し
て
倭
の
難
升
米
に
黄
幢
を
賜
い
、
郡
に
付

し
て
仮
授
せ
し
む
。（
正
始
）
八
年
、
太
守
王
頎
官
に
到
る
。
倭
の
女
王
卑
弥

呼
と
狗
奴
国
の
男
王
卑
弥
弓
呼
と
素
よ
り
和
せ
ず
。
倭
の
載
斯
烏
越
等
を
遣

わ
し
て
郡
に
詣
り
、
相
攻
撃
す
る
状
を
説
く
。
塞
曹
掾
史
・
張
政
等
を
遣
わ

し
、
因
っ
て
詔
書
・
黄
幢
を
も
た
ら
し
、
難
升
米
に
拝
仮
せ
し
め
、
檄
を
為つ

く

り
て
、
こ
れ
を
告
喩
す
（
１
）。

　

檄
に
着
目
し
て
こ
の
記
載
を
検
討
し
て
み
る
と
、
正
始
六
年
（
二
四
五
）
に
倭

の
難
升
米
に
黄
幢
を
賜
わ
り
、
帯
方
郡
を
介
し
て
仮
授
し
た
の
で
あ
り
、
そ
の
二

年
後
（
二
四
七
）
に
太
守
王
頎
が
郡
守
に
な
っ
て
帯
方
郡
に
着
任
し
た
。
倭
の
女

王
卑
弥
呼
と
狗
奴
国
の
男
王
卑
弥
弓
呼
と
が
抗
争
を
し
て
お
り
、
倭
の
載
斯
烏
越

等
が
帯
方
郡
に
来
て
、
そ
の
様
子
を
説
明
し
た
。
魏
は
塞
曹
掾
史
・
張
政
等
を
遣

わ
し
、
詔
書
・
黄
幢
を
も
た
ら
し
て
、
難
升
米
に
拝
仮
し
、
檄
を
つ
く
っ
て
倭
女

王
を
告
喩
し
た
、
と
あ
る
。
こ
こ
に
み
え
る
檄
に
つ
い
て
は
以
下
で
ふ
れ
る
よ
う

に
、
こ
れ
ま
で
は
概
し
て
、
倭
国
に
対
す
る
魏
の
軍
事
的
権
威
と
督
戦
を
命
じ
た

も
の
と
み
ら
れ
て
い
る
。

　

こ
れ
を
含
め
、
魏
志
倭
人
伝
に
み
え
る
檄
に
関
し
て
は
、
先
学
に
よ
る
言
及
が

あ
り
、
本
論
で
の
考
察
の
前
提
と
し
て
、
そ
の
主
な
も
の
を
摘
要
し
て
お
き
た
い
。

　

栗
原
朋
信
氏
は
黄
幢
に
つ
い
て
の
詳
細
な
検
討
の
な
か
で
、
漢
代
か
ら
魏
代
に

か
け
て
は
幢
の
仮
授
が
軍
事
・
外
交
の
面
で
重
要
な
意
義
を
も
っ
て
い
た
の
で
あ

り
、
正
始
七
年
に
朝
鮮
半
島
南
部
の
韓
族
の
蹶
起
が
あ
り
、
翌
年
に
は
邪
馬
台
国

と
狗
奴
国
と
の
抗
争
が
あ
っ
た
こ
と
を
勘
案
し
て
、
当
初
の
目
的
は
魏
と
邪
馬
台

国
の
南
北
か
ら
韓
族
の
征
圧
を
企
図
し
た
の
で
あ
り
、
そ
の
後
、
邪
馬
台
国
と
狗

奴
国
の
紛
争
解
決
の
た
め
に
詔
と
檄
と
と
も
に
黄
幢
を
も
た
ら
し
た
と
考
え
た
（
２
）。

　

檄
の
語
義
に
つ
い
て
は
、
読
み
は
「
け
き
」
が
正
し
く
、
本
来
は
「
め
し
ぶ
み
」

「
ふ
れ
」「
文
書
」
な
ど
の
意
味
で
あ
っ
た
が
、
ふ
れ
ぶ
み
を
意
味
す
る
「
檄
書
」

の
語
が
、
多
く
軍
兵
を
つ
の
る
時
の
廻
状
を
さ
し
た
た
め
に
「
檄
」
の
語
と
し
て

軍
書
を
発
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
動
詞
に
用
い
ら
れ
た
よ
う
に
な
っ
た
と
す
る
説

明
が
あ
る
（
３
）。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
解
釈
は
根
拠
や
典
故
が
明
示
さ
れ
て
お
ら
ず
、

檄
が
軍
書
を
発
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
動
詞
と
い
う
説
明
も
文
体
と
し
て
の
檄
文

な
ど
と
の
混
淆
に
よ
る
誤
解
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　

佐
伯
有
清
氏
は
檄
が
木
簡
に
書
か
れ
た
触
れ
文
、
諭
し
文
、
廻
状
な
ど
の
文
書

で
あ
る
と
し
、
魏
志
倭
人
伝
で
は
軍
事
に
関
わ
る
木
簡
文
書
と
し
て
用
い
ら
れ
て

い
る
と
み
る
。
そ
の
根
拠
と
し
て
『
漢
書
』
高
帝
紀
下
に
み
え
る
高
祖
十
年
九
月
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状
の
「
羽
檄
を
以
て
天
下
の
兵
を
徴
す
」
と
い
う
文
章
に
つ
い
て
、
顔
師
古
注
に

檄
は
木
簡
で
あ
り
、
長
さ
は
尺
二
寸
で
、
徴
召
に
用
い
、
急
の
際
に
は
鳥
の
羽
を

挿
し
、
速
疾
を
示
し
た
、
と
あ
る
こ
と
や
『
後
漢
書
』
光
武
帝
紀
第
一
上
の
更
始

二
年
正
月
上
に
「
王
朗
、
檄
を
移お

く
り
て
、
光
武
の
十
万
戸
を
購
わ
ん
と
す
」
と
あ

る
檄
に
つ
い
て
、
李
賢
注
の
説
文
に
曰
く
と
し
て
、
檄
は
木
簡
で
書
と
し
た
も
の

で
、
長
さ
は
二
尺
で
、
こ
れ
を
檄
と
い
い
、
徴
召
に
用
い
る
、
と
い
う
説
明
を
引

い
て
い
る
。
ま
た
、
檄
を
と
も
な
う
告
諭
の
古
い
用
例
と
し
て
、『
史
記
』
司
馬
相

如
伝
に
「
因
り
て
巴
蜀
の
民
に
上
意
に
非
ざ
る
以ゆ

え
を
喩
告
す
、
檄
に
曰
く
」（
喻
巴

蜀
檄
、
全
文
は
『
文
選
』）
と
あ
る
こ
と
を
あ
げ
て
い
る
。
ま
た
、
居
延
漢
簡
の
檄

の
な
か
か
ら
地
方
官
吏
が
告
諭
し
た
内
容
を
例
と
し
て
あ
げ
、
そ
の
文
章
を
参
照

し
て
、
正
始
八
年
（
二
四
七
）
に
難
升
米
が
告
喩
さ
れ
た
檄
の
文
章
に
は
「
帯
方

太
守
の
王
頎
、
敢
え
て
率
善
中
郎
将
の
難
米
升
に
告
ぐ
」
と
書
き
起
こ
さ
れ
て
い

た
と
推
定
し
、
難
米
升
が
狗
奴
国
と
の
戦
闘
に
際
す
る
軍
事
指
揮
官
で
あ
っ
た
と

み
る
（
４
）。

　

孟
古
托
力
氏
は
黄
幢
が
黄
色
の
旌
旗
で
あ
り
、
戦
時
に
使
用
す
る
も
の
で
、
魏

と
日
本
と
の
友
好
関
係
の
継
続
に
貢
献
す
る
こ
と
を
奨
励
す
る
意
味
を
も
つ
と
し
、

こ
れ
と
同
時
に
魏
の
使
者
で
あ
る
張
政
が
も
た
ら
し
た
檄
は
邪
馬
台
国
と
新
女
王

で
あ
る
壹
与
に
対
す
る
支
持
を
意
味
す
る
と
し
た
（
５
）。

　
「
檄
」
が
こ
の
よ
う
な
属
性
を
も
つ
と
す
れ
ば
、
こ
れ
ま
で
論
じ
ら
れ
て
い
る
よ

う
に
魏
は
倭
国
に
対
し
て
軍
事
的
、
政
治
的
な
権
威
を
与
え
た
に
と
ど
ま
ら
ず
、

紛
争
に
際
し
て
具
体
的
か
つ
実
際
的
な
機
能
が
期
待
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の

点
も
踏
ま
え
て
、「
檄
」
と
関
連
す
る
黄
幢
仮
授
の
問
題
は
、
研
究
史
の
整
理
で
も

ふ
れ
た
よ
う
に
、
こ
こ
に
倭
国
や
そ
こ
で
行
わ
れ
た
乱
の
平
定
に
対
す
る
魏
王
朝

の
軍
事
的
、
政
治
的
姿
勢
が
現
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
（
６
）。

　

檄
の
文
書
と
し
て
の
形
態
や
機
能
に
関
す
る
研
究
は
簡
牘
の
檄
の
ふ
れ
た
項
で

詳
説
す
る
こ
と
と
し
、
魏
志
倭
人
伝
の
檄
を
考
察
す
る
上
で
の
一
般
的
な
檄
の
研

究
を
あ
げ
て
お
く
。
語
義
と
し
て
の
檄
の
一
般
的
な
意
味
と
し
て
、
た
と
え
ば
『
漢

語
大
字
典
』
で
は
古
代
の
政
府
・
役
所
が
召
集
・
徴
集
あ
る
い
は
曉
諭
あ
る
い
は

罪
な
ど
の
糾
弾
に
用
い
た
文
書
を
指
す
と
し
て
い
る
（
７
）。

　

檄
の
一
般
的
な
意
味
と
し
て
は
『
説
文
解
字
』
や
『
広
雅
』
な
ど
の
字
典
や
類

書
の
記
載
と
『
漢
書
』
申
屠
嘉
伝
に
「
為
檄
召
通
」
す
な
わ
ち
檄
に
よ
っ
て
召
さ

れ
た
と
み
え
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
長
さ
二
尺
の
木
簡
に
記
さ
れ
た
兵
を
召
集
す
る

た
め
の
命
令
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
（
８
）。

こ
の
よ
う
な
檄
の
出
現
は
『
史
記
』
張
儀

伝
の
記
載
な
ど
か
ら
戦
国
時
代
と
さ
れ
、
漢
代
に
は
定
着
し
（
９
）、『
三
国
志
』
に
み
え

る
事
例
か
ら
三
国
時
代
に
は
実
際
的
な
効
力
を
も
つ
こ
と
に
な
っ
た
と
さ
れ
る
）
（1
（

。

　

檄
の
機
能
と
用
法
に
よ
る
分
類
と
し
て
は
、
た
と
え
ば
宋
雪
玲
氏
は
漢
代
の
檄

に
関
し
て
、
召
集
ま
た
は
徴
集
・
司
法
文
書
・
軍
事
文
書
に
大
別
し
て
い
る
。
こ

の
う
ち
司
法
文
書
に
関
し
て
は
漢
代
の
官
府
が
罪
を
伝
え
、
罪
人
の
処
罰
を
伝
え

る
文
書
と
す
る
）
（（
（

。

　

ま
た
、
楊
榕
氏
は
『
文
心
雕
龍
』
に
み
え
る
檄
文
の
文
体
の
特
徴
と
し
て
、
罪

な
ど
の
糾
弾
、
臣
民
の
曉
諭
・
木
簡
に
書
し
て
短
く
要
を
得
る
・
呼
び
か
け
と
扇

動
・
公
開
と
伝
達
な
ど
を
あ
げ
て
い
る
。
た
だ
し
、
こ
れ
ら
は
『
文
心
雕
龍
』
に

説
か
れ
た
檄
に
対
す
る
論
述
で
あ
る
）
（1
（

。

　

三
国
時
代
の
軍
事
的
文
書
に
関
し
て
は
次
項
で
ふ
れ
る
よ
う
に
類
型
的
な
検
討

も
行
わ
れ
て
お
り
、
そ
の
な
か
で
も
端
的
な
見
解
と
し
て
檄
は
敵
と
味
方
を
明
確

に
し
、
敵
を
討
伐
す
る
目
的
を
示
す
文
書
で
あ
る
と
す
る
見
方
が
あ
る
）
（1
（

。
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た
だ
し
、
倭
の
難
升
米
に
拝
仮
さ
れ
た
檄
は
、
魏
の
陳
琳
の
「
為
袁
紹
檄
豫
州
」

に
代
表
さ
れ
る
相
手
の
罪
悪
な
ど
を
挙
げ
、
お
の
れ
の
信
義
を
述
べ
て
衆
人
に
告

げ
る
た
め
の
文
体
で
あ
る
檄
文
と
は
異
な
る
。
文
学
や
言
語
学
の
側
か
ら
は
、
こ

の
よ
う
な
文
体
と
し
て
の
檄
文
の
研
究
も
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
）
（1
（

。

　

考
古
資
料
と
し
て
は
居
延
漢
簡
に
代
表
さ
れ
る
西
域
の
辺
境
の
軍
事
施
設
な
ど

か
ら
出
土
し
た
簡
牘
に
檄
の
語
が
あ
り
、
こ
れ
ら
に
対
す
る
検
討
も
行
わ
れ
て
お

り
、
実
際
の
軍
事
文
書
と
し
て
の
命
令
を
伝
え
る
檄
の
実
態
が
知
ら
れ
て
い
る
）
（1
（

。

　

以
上
の
よ
う
に
文
書
・
簡
牘
と
し
て
の
檄
に
関
し
て
は
文
章
の
形
式
お
よ
び
文

体
と
し
て
の
研
究
と
文
書
と
し
て
の
機
能
的
考
察
が
あ
り
、
本
論
は
こ
れ
ら
に
関

す
る
現
状
の
歴
史
的
・
考
古
学
的
知
見
と
研
究
水
準
に
お
い
て
魏
志
倭
人
伝
に
み

え
る
檄
を
再
吟
味
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

二　

史
書
・
文
献
に
み
え
る
檄

　

檄
に
つ
い
て
は
、
主
と
し
て
中
国
に
お
い
て
い
く
つ
か
の
専
論
が
出
さ
れ
て
お

り
、
一
方
で
は
前
項
で
み
た
よ
う
な
檄
の
文
体
を
扱
う
文
学
的
研
究
が
あ
る
。
他

方
で
は
史
料
等
に
見
え
る
檄
の
歴
史
的
特
質
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
研
究
が

あ
る
。

　

本
論
で
は
と
く
に
檄
の
史
的
特
質
を
明
ら
か
に
し
た
研
究
を
参
照
し
つ
つ
、
以

下
に
『
三
国
志
』
を
主
体
と
し
て
、
こ
れ
と
関
連
し
た
史
書
・
文
献
に
み
え
る
檄

に
つ
い
て
基
礎
的
な
類
別
を
行
い
、
機
能
と
属
性
に
つ
い
て
具
体
的
に
検
討
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
魏
志
倭
人
伝
の
檄
に
つ
い
て
『
三
国
志
』
に
お
け
る
用
法
・
用

例
の
な
か
で
相
対
的
に
位
置
づ
け
た
い
。

　

そ
れ
に
先
立
っ
て
檄
そ
の
も
の
の
説
明
を
あ
げ
る
と
、『
釈
名
』
に
は
「
檄
は
激

な
り
。
下
官
檄
を
以
っ
て
上
を
迎
え
る
所
の
書
文
な
り
」
と
あ
り
、
檄
は
激
し
い

の
意
で
あ
り
、
部
下
が
上
官
を
激
し
く
歓
迎
す
る
文
書
で
あ
る
と
説
明
さ
れ
て
い

る
）
（1
（

。
研
究
史
の
項
で
ふ
れ
た
『
漢
書
』
高
帝
紀
下
・
高
祖
一
〇
年
（
紀
元
前

一
九
七
）
九
月
条
の
「
吾
羽
檄
を
以
っ
て
天
下
の
兵
を
徴
す
）
（1
（

」
に
対
す
る
顔
師
古

注
に
「
檄
は
木
簡
を
以
て
書
を
為
る
。
長
さ
は
尺
二
寸
に
し
て
、
徴
召
に
持
ち
う

る
な
り
。
其
急
事
有
ら
ば
、
則
ち
加
う
る
に
鳥
の
羽
を
以
て
し
、
こ
れ
を
挿
み
、

速
疾
を
示
す
な
り
」
と
あ
る
）
（1
（

。
ま
た
、『
後
漢
書
』
光
武
帝
紀
第
一
上
の
更
始

（
二
四
）
二
年
正
月
上
に
「
王
朗
、
檄
を
移お
く
り
て
、
光
武
の
十
万
戸
を
購
わ
ん
と

す
」
と
あ
る
檄
に
つ
い
て
）
（1
（

、
李
賢
注
に
「
木
簡
を
も
っ
て
書
と
し
、
長
さ
尺
二
寸
、

用
う
る
に
号
召
を
も
っ
て
す
。
も
し
、
急
あ
ら
ば
す
な
わ
ち
鳩
羽
を
挿
し
て
こ
れ

を
遣
る
。
ゆ
え
に
こ
れ
を
羽
檄
と
い
う
」
と
あ
り
）
11
（

、
こ
の
記
述
で
は
漢
代
の
檄
が

長
さ
一
尺
二
寸
（
約
二
八
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
）
の
木
簡
と
な
る
）
1（
（

。
こ
の
記
述
で
は

檄
は
本
来
木
簡
で
あ
り
、
火
急
に
際
し
て
鳩
羽
を
挿
し
て
遣
わ
す
た
め
に
、
こ
れ

を
羽
檄
と
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

　

先
行
研
究
に
よ
る
と
檄
は
属
性
に
よ
っ
て
、
た
と
え
ば
次
の
よ
う
な
文
類
が
な

さ
れ
て
い
る
。
一
つ
は
臣
下
や
軍
隊
の
召
集
・
徴
集
で
あ
り
、
召
書
と
さ
れ
る
檄

で
あ
る
。
二
つ
め
は
召
書
と
し
て
の
檄
の
な
か
で
も
救
急
性
の
あ
る
も
の
で
羽
檄

と
呼
ば
れ
る
。
そ
の
三
と
し
て
は
い
わ
ゆ
る
檄
文
で
あ
り
、
相
手
の
悪
を
暴
き
、

自
ら
の
徳
を
説
く
も
の
で
あ
り
、
文
体
の
一
種
で
史
上
に
名
高
い
後
漢
末
の
陳
琳

の
「
為
袁
紹
檄
豫
州
」
な
ど
が
こ
れ
に
あ
た
る
）
11
（

。
た
だ
し
、
最
後
の
類
型
に
つ
い

て
は
、
さ
き
に
あ
げ
た
司
馬
相
如
の
「
喩
巴
蜀
檄
」
な
ど
の
よ
う
に
人
士
に
対
す

る
諭
告
の
内
容
を
も
つ
檄
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
必
ず
し
も
適
当
と
は
い
え
な
い
。
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文
書
と
し
て
の
長
文
の
檄
に
つ
い
て
は
文
体
の
研
究
を
中
心
と
し
て
、
檄
と
は

な
ん
ら
か
の
意
味
（
威
嚇
・
扇
動
・
激
励
な
ど
）
で
人
を
激
発
さ
せ
る
性
格
を
も
っ

た
「
ふ
み
」
で
あ
り
、
そ
の
た
め
通
常
よ
り
長
い
簡
牘
を
用
い
た
の
で
あ
り
、
檄

の
対
象
が
味
方
で
あ
れ
ば
「
め
し
ぶ
み
」（
召
集
令
）
と
な
り
、
味
方
で
な
か
っ
た

り
、
あ
い
ま
い
な
立
場
で
あ
れ
ば
「
ふ
れ
ぶ
み
」（
自
分
の
主
張
を
述
べ
て
衆
人
に

告
げ
る
文
書
。
戦
争
に
関
係
す
る
こ
と
が
多
い
）、「
さ
と
し
ぶ
み
」（
本
来
は
説
諭

の
文
書
だ
が
、
実
際
は
軍
事
力
を
背
景
に
も
っ
た
威
嚇
文
書
）
に
な
っ
た
と
す
る
。

そ
し
て
、
平
時
に
な
り
檄
の
性
格
が
薄
ら
い
だ
時
は
た
ん
な
る
書
簡
や
登
用
通
知

書
と
し
て
使
用
さ
れ
た
と
解
す
る
）
11
（

。

　

い
っ
ぽ
う
で
は
檄
を
時
期
的
に
区
分
し
、
発
展
段
階
的
に
理
解
し
よ
う
と
す
る

見
方
が
あ
り
、
た
と
え
ば
『
文
心
雕
龍
』
の
説
を
引
い
て
、
檄
の
起
源
は
春
秋
戦

国
時
代
と
し
、
檄
の
形
成
と
し
て
本
論
で
も
引
い
た
『
史
記
』
張
儀
列
伝
を
檄
の

語
の
始
原
と
し
、
そ
の
背
景
と
し
て
戦
国
時
代
か
ら
の
檄
文
体
と
し
て
の
公
文
の

独
立
し
た
文
体
が
あ
っ
た
と
す
る
。
檄
の
成
熟
期
と
し
て
漢
代
を
あ
げ
、
単
独
で

用
い
ら
れ
た
軍
事
文
書
で
あ
り
、
そ
の
内
容
は
軍
事
命
令
や
重
要
事
項
の
通
報
で

あ
り
、
漢
代
の
機
密
文
書
の
一
種
と
す
る
。
魏
晋
南
北
朝
期
に
は
前
代
ま
で
の
檄

文
の
系
譜
を
引
き
つ
つ
複
雑
化
し
、
数
量
の
面
か
ら
も
増
加
す
る
と
し
、
檄
の
繁

栄
期
と
位
置
づ
け
る
。
隋
唐
代
に
も
檄
は
継
続
し
て
用
い
ら
れ
る
が
、
宋
代
に
な

る
と
衰
退
す
る
と
さ
れ
る
）
11
（

。
檄
に
関
す
る
以
上
の
よ
う
な
見
解
は
考
察
で
も
ふ
れ

る
よ
う
に
文
書
の
種
類
と
文
体
と
し
て
の
檄
を
区
分
す
る
こ
と
な
く
、
一
括
し
て

論
じ
て
い
る
点
が
問
題
と
な
る
。

　

こ
の
よ
う
な
見
解
を
受
け
て
、
檄
の
機
能
と
属
性
を
参
照
し
て
い
く
が
、
ま
ず

『
三
国
志
』
の
本
文
で
は
檄
お
よ
び
羽
檄
な
ど
の
檄
を
含
む
語
は
一
八
の
記
事
に
及

ぶ
）
11
（

（
表
１
参
照
）。

　

こ
れ
ら
に
対
す
る
検
討
も
含
め
、
先
行
研
究
に
よ
る
類
型
を
参
考
と
し
な
が
ら

理
解
す
る
た
め
に
史
書
・
文
献
の
用
例
を
参
照
し
つ
つ
檄
の
具
体
的
機
能
を
示
す
。

　

ま
ず
、
臣
下
や
軍
隊
の
応
召
・
召
集
な
ど
の
た
め
に
発
せ
ら
れ
、
召
書
と
さ
れ

る
檄
に
つ
い
て
は
類
例
が
多
い
が
、
臣
下
の
召
集
の
典
型
例
と
し
て
、『
漢
書
』
申

屠
嘉
伝
に
は
前
漢
の
文
帝
代
の
丞
相
で
あ
っ
た
申
屠
嘉
が
朝
廷
か
ら
退
出
し
て
丞

相
府
の
席
に
つ
く
と
、
檄
を
つ
く
っ
て
、
帝
に
対
す
る
不
敬
を
責
め
る
た
め
に
鄧

通
を
丞
相
府
に
よ
び
つ
け
た
が
、
鄧
通
は
来
な
か
っ
た
の
で
、
彼
を
斬
罪
に
し
よ

う
と
し
た
、
と
い
う
記
事
を
あ
げ
て
お
こ
う
）
11
（

。
こ
の
後
、
鄧
通
は
文
帝
の
寵
臣
で

あ
っ
た
が
た
め
に
、
帝
の
と
り
な
し
に
よ
っ
て
罪
を
免
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
こ

の
場
合
「
為
檄
」
す
な
わ
ち
「
檄
を
為つ

く
り
て
」
の
語
が
用
い
ら
れ
て
お
り
、
こ
れ

は
魏
志
倭
人
伝
の
難
升
米
に
檄
を
与
え
た
記
述
と
同
様
の
表
現
で
あ
る
こ
と
が
注

意
さ
れ
る
。

　

同
様
の
表
現
と
し
て
は
『
史
記
』
酷
吏
列
伝
の
王
温
舒
の
記
述
に
「
檄
を
為
り

て
県
に
告
ぐ
。
趣

す
み
や
かに
食
を
具
え
よ
」
と
あ
る
。
す
な
ち
わ
、
王
温
舒
ら
の
方
法
に

な
ら
っ
て
悪
人
を
利
用
し
、
群
守
ら
が
治
め
よ
う
と
し
た
が
、
そ
の
た
め
に
各
地

の
郡
県
で
盗
賊
が
横
行
し
、
盗
賊
が
檄
を
県
に
伝
え
て
食
料
を
提
供
さ
せ
た
、
と

い
う
文
脈
で
檄
の
語
が
用
い
ら
れ
て
い
る
）
11
（

。
こ
の
場
合
、
実
際
に
檄
を
発
し
た
の

は
盗
賊
で
あ
っ
た
に
も
関
わ
ら
ず
、
本
来
は
地
方
官
府
が
発
す
る
も
の
で
あ
る
が

ゆ
え
に
檄
に
実
際
の
効
力
が
生
じ
た
例
と
な
る
。

　

既
述
の
よ
う
な
人
を
召
喚
す
る
場
合
に
用
い
る
檄
の
例
を
『
三
国
志
』
か
ら
拾

遺
す
る
と
以
下
の
よ
う
な
例
が
あ
る
。
関
羽
は
荊
州
の
要
地
・
南
郡
の
本
拠
地
で

あ
る
江
陵
を
離
れ
、
魏
の
樊
城
に
攻
撃
を
仕
掛
け
た
が
、
そ
れ
に
際
し
て
呂
蒙
を
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表
１　

三
国
志
に
お
け
る
激
の
用
例

激
の
用
例

出
典

目
的
・
機
能

①

而
節
蔵
同
等
、
因
令
督
郵
以
軍
興
詭
責
縣
、
縣
掾
史
窮
困
、
乞
代
同
行
。
芝
乃
馳
檄
済
南
、
具
陳
節
罪
。

魏
書
司
馬
芝
伝

軍
政
的
伝
達
（
罪
の
陳
情
）

②

昭
至
郡
、
偽
作
紹 

檄
告
郡
云
得
賊
羅
候
安
平
張
吉
辞
、
當
攻
鉅
鹿
、
賊
故
孝
廉
孫
伉
等
為
応
、
檄
到
收
行
軍
法
、
悪

止
其
身
、
妻
子
勿
坐
。
昭
案
檄
告
令
、
皆
即
斬
之
。

魏
書
董
昭
伝

軍
政
的
伝
達
（
軍
法
の
執
行
等
）

③

今
挙
漢
中
、
蜀
人
望
風
、
破
膽
失
守
、
推
此
而
前
、
蜀
可
伝
檄
而
定
。

魏
書
劉
曄
伝

軍
政
的
伝
達
（
非
戦
に
よ
る
平
定
）

④

（
劉
）
放
善
為
書
檄
、
三
祖
詔
命
有
所
招
喻
、
多
放
所
為
。

魏
書
劉
放
伝

軍
政
的
伝
達
（
招
諭
）

⑤

乃
檄
告
諭
諸
羌
、
為
光
等
所
詿
誤
者
原
之
。
能
斬
賊
帥
送
首
者
當
加
封
賞
。

魏
書
張
既
伝

軍
政
的
伝
達
（
諭
告
・
羌
に
対
し
）

⑥

太
祖
並
以
琳
、
瑀
為
司
空
軍
謀
祭
酒
、
管
記
室
、
軍
国
書
檄
、
多
琳
、
瑀
所
作
也
。

魏
書
王
粲
伝

檄
文
（
文
体
）

⑦

若
維
以
戦
克
之
威
、
進
兵
東
向
、
據
櫟
陽
積
穀
之
実
、
放
兵
收
降
、
招
納
羌
胡
、
東
争
関
、
隴
、
伝
檄
四
郡
、
此
我

之
所
悪
也

魏
書
陳
羣
伝

軍
政
的
伝
達
（
紛
争
の
収
拾
）

⑧

太
祖
欲
遣
鍾
繇
等
討
張
魯
、
柔
諫
、
以
為
今
猥
遣
大
兵
、
西
有
韓
遂
、
馬
超
、
謂
為
己
挙
、
将
相
扇
動
作
逆
、
宜
先

招
集
三
輔
、
三
輔
苟
平
、
漢
中
可
伝
檄
而
定
也
。

魏
書
高
柔
伝

軍
事
的
伝
達
（
反
乱
の
鎮
定
）

⑨

又
並
馳
布
羽
檄 

、
称
陳
形
勢
、
云
當
西
北
掩
取
虜
家
、
然
後
東
行
、
会
誅
虜
身
。
檄
到
、
予
軍
踴
躍
。

魏
書
牽
招
伝

軍
事
的
伝
達
（
形
勢
の
説
明
）

⑩

会
移
檄
蜀
将
吏
士
民
曰
…
（
中
略
）
…
今
鎮
西
奉
辞
銜
命
、
攝
統
戎
重
、
庶
弘
文
告
之
訓
、
以
済
元
元
之
命
、
非
欲

窮
武
極
戦
、
以
快
一
朝
之
政
、
…
（
後
略
）

魏
書
鍾
会
伝

軍
政
的
伝
達
（
将
民
へ
の
宣
布
）

⑪

遣
塞
曹
掾
史
張
政
等
因
齎
詔
書
、
黃
幢
、
拝
仮
難
升
米
為
檄
告
喻
之
。

魏
書
東
夷
伝
倭
人

軍
政
的
伝
達
（
諭
告
）

⑫

延
大
怒
、
儀
未
発
、
率
所
領
徑
先
南
帰
、
所
過
燒
絶
閣
道
。
延
儀
各
相
表
叛
逆
、
一
日
之
中
、
羽
檄
交
至
。

蜀
書
魏
延
伝

軍
事
的
伝
達
（
至
急
の
文
書
）

⑬

永
昌
既
在
益
州
郡
之
西
、
道
路
壅
塞
、
與
蜀
隔
絶
、
而
郡
太
守
改
易
、
凱
與
府
丞
蜀
郡
王
伉
帥
厲
吏
民
、
閉
境
拒
闓
。

闓
数
移
檄
永
昌
、
称
説
云
云
。
凱
答
檄
曰
…
（
後
略
）

蜀
書
呂
凱
伝

軍
事
的
伝
達
（
檄
と
回
答
）

⑭

延
熙
七
年
、
魏
軍
次
于
興
勢
、
仮
禕
節
、
率
衆
往
禦
之
。
光
祿
大
夫
来
敏
至
禕
許
別
、
求
共
圍
棊
。
于
時
羽
檄
交
馳
。
蜀
書
費
禕
伝

軍
事
的
伝
達
（
軍
兵
の
召
集
）

⑮

夜
至
京
城
下
営
、
試
攻
驚
之
、
兵
皆
乗
城
伝
檄
備
警
、
讙
声
動
地
、
頗
射
外
人
、
権
使
曉
喻
乃
止
。

呉
書
孫
韶
伝

軍
事
的
伝
達
（
警
戒
態
勢
）

⑯

後
羽
討
樊
、
留
兵
将
備
公
安
、
南
郡
。
蒙
上
疏
曰
…
（
中
略
）
…
遂
称
病
篤
、
権
乃
露
檄
召
蒙
還
…

呉
書
呂
蒙
伝

軍
事
的
伝
達
（
召
喚
）

⑰

孤
普
請
諸
将
、
咨
問
所
宜
、
無
適
先
対
、
至
子
布
、
文
表
、
俱
言
宜
遣
使
修
檄
迎
之
。

呉
書
呂
蒙
伝

軍
政
的
伝
達
（
召
喚
）

⑱

此
方
諸
郡
、
前
後
挙
事
、
垂
成
而
敗
者
、
由
無
外
援
使
其
然
耳
。
若
北
軍
臨
境
、
伝
檄
屬
城
、
…
（
後
略
）

呉
書
周
魴
伝

軍
事
的
伝
達
（
城
に
対
し
）

目
的
・
機
能
の
軍
事
的
伝
達
は
直
接
的
に
軍
事
に
関
わ
る
場
合
と
し
、
そ
れ
以
外
の
軍
事
と
関
連
す
る
政
治
的
・
行
政
的
内
容
は
軍
政
的
伝
達
と
し
、（　

）
に
具
体
的
な
状
況
を
示
し
た
。
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警
戒
し
、
公
安
な
ど
に
多
数
の
兵
を
留
め
て
い
た
。
こ
れ
に
対
し
、
呂
蒙
は
自
分

が
病
気
が
ち
で
あ
る
こ
と
を
理
由
と
し
て
、
孫
権
に
自
分
を
建
業
に
呼
び
戻
す
よ

う
に
願
い
出
る
と
、
孫
権
は
露
檄
に
よ
っ
て
呂
蒙
を
建
業
に
呼
び
戻
し
た
）
11
（

。
こ
れ

に
は
関
羽
の
油
断
を
誘
い
、
荊
州
に
留
め
て
い
る
兵
を
樊
城
に
割
か
せ
る
目
的
が

あ
っ
た
が
、
こ
こ
に
み
え
る
露
檄
と
は
一
般
的
に
封
を
し
な
い
檄
と
解
さ
れ
る
）
11
（

。

こ
の
よ
う
な
露
檄
に
つ
い
て
は
『
漢
書
』
高
帝
紀
下
に
み
え
る
高
祖
十
年
九
月
条

の
「
羽
檄
を
以
て
天
下
の
兵
を
徴
す
」
と
い
う
文
章
の
顔
師
古
注
に
「
魏
武
奏
事

に
云
う
今
辺
に
警
有
る
は
、
輒
ち
露
檄
に
羽
を
挿
せ
」
と
あ
り
）
11
（

、
国
境
か
ら
の
危

急
の
知
ら
せ
に
は
露
檄
に
羽
を
挿
し
て
、
視
覚
的
効
果
を
期
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。

次
項
で
ふ
れ
る
居
延
漢
簡
の
檄
の
な
か
に
掲
示
し
て
衆
目
に
さ
ら
す
こ
と
を
想
定

し
た
露
布
が
あ
る
と
す
る
見
方
と
も
関
連
し
、
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
視
覚
的
効
果

を
期
待
し
た
命
令
書
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。

　

軍
隊
の
召
集
・
徴
収
お
よ
び
督
戦
の
意
味
を
も
つ
事
例
を
『
三
国
志
』
か
ら
あ

げ
る
と
、
呉
の
孫
権
が
丹
陽
の
混
乱
を
鎮
め
た
後
、
都
で
あ
っ
た
蘇
州
に
帰
っ
た

際
に
、
呉
の
兵
を
試
す
た
め
に
戦
い
を
し
か
け
て
驚
か
せ
て
み
た
と
こ
ろ
、
城
内

の
兵
は
み
な
城
壁
の
上
に
出
て
檄
を
伝
え
警
戒
態
勢
を
整
え
た
。
兵
士
た
ち
が
あ

げ
る
声
は
大
地
を
鳴
り
響
か
せ
、
城
外
に
向
か
っ
て
矢
を
射
か
け
た
。
孫
権
が
自

分
で
あ
る
こ
と
を
わ
か
ら
せ
て
、
や
っ
と
矢
は
止
ん
だ
、
と
い
う
）
1（
（

。
こ
こ
で
興
味

深
い
の
は
、
兵
士
た
ち
の
間
で
檄
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
り
、
孫
権
は
こ

れ
を
含
め
た
臨
戦
の
態
勢
を
試
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　

劉
瞱
が
漢
中
を
攻
略
し
た
後
の
曹
操
に
対
す
る
献
言
を
あ
げ
る
と
、
蜀
人
は
状

況
を
感
じ
と
り
、
畏
れ
お
の
の
い
て
守
り
を
備
え
ず
に
い
る
の
で
、
推
し
て
前
に

進
め
ば
蜀
は
檄
を
伝
え
る
だ
け
で
平
定
で
き
る
、
と
あ
る
）
11
（

。
こ
こ
で
は
檄
は
督
戦

な
い
し
は
進
軍
を
布
令
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
発
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
軍
政

的
に
機
能
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　

ま
た
、
檄
を
含
む
語
と
し
て
羽
檄
が
あ
り
、
こ
れ
は
す
で
に
ふ
れ
た
史
書
に
み

え
る
よ
う
に
木
簡
に
羽
を
挿
し
た
も
の
と
さ
れ
て
お
り
、
檄
の
救
急
性
を
強
調
し

た
も
の
と
さ
れ
る
。
加
え
て
、
そ
の
よ
う
な
属
性
に
基
づ
き
督
戦
の
機
能
も
も
っ

て
お
り
、
そ
の
実
例
を
あ
げ
よ
う
。
羽
檄
の
早
い
時
点
で
の
用
例
と
し
て
は
前
漢

の
高
帝
（
高
祖
）
す
な
わ
ち
劉
邦
が
陳
豨
の
叛
乱
に
際
し
て
、「
わ
れ
羽
檄
を
も
っ

て
天
下
の
兵
を
征
す
」
と
あ
る
の
が
知
ら
れ
る
）
11
（

。

　

前
漢
の
哀
帝
に
つ
か
え
た
息
夫
躬
が
北
辺
の
対
策
を
論
じ
た
言
の
な
か
に
匈
奴

に
乗
じ
て
辺
境
が
不
安
定
に
な
っ
た
場
合
に
こ
れ
に
対
す
る
者
は
な
い
と
し
て
、

軍
書
が
馳
せ
交
じ
り
輻
湊
し
、
羽
檄
が
迹

あ
し
あ
とを
重
ね
る
よ
う
に
次
々
と
い
た
れ
ば
、

小
人
・
懦
臣
の
徒
は
心
乱
れ
、
目
が
く
ら
ん
で
な
す
と
こ
ろ
を
知
ら
ず
、
と
あ
り
）
11
（

、

こ
の
羽
檄
も
軍
事
文
書
の
一
種
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　
『
三
国
志
』
で
は
魏
の
太
和
二
年
（
二
二
八
）
に
護
烏
丸
校
尉
の
田
豫
が
馬
邑
城

で
烏
丸
に
包
囲
さ
れ
た
時
に
、
牽
招
が
田
豫
に
羽
檄
を
馳
せ
て
布
令
し
て
、
形
勢

を
説
明
し
、
西
北
方
に
向
か
い
敵
の
家
を
襲
っ
て
略
取
し
、
そ
の
後
に
東
に
行
き
、

会
し
て
虜
身
を
誅
す
、
と
述
べ
た
。
檄
が
到
着
す
る
と
田
豫
の
軍
は
勇
躍
し
た
、

と
あ
り
）
11
（

、
こ
の
羽
檄
に
よ
っ
て
軍
事
的
作
戦
を
伝
え
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

ま
た
、
こ
の
文
章
で
は
初
出
で
は
「
羽
檄
」
と
な
っ
て
い
る
が
、
二
度
目
に
は

「
檄
」
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
檄
の
種
類
と
し
て
羽
檄
を
示
し
て
い
る
。

　

檄
が
書
写
材
料
で
あ
る
か
文
書
で
あ
る
か
に
つ
い
て
は
漢
簡
の
檄
に
関
す
る
諸

説
の
な
か
で
、『
後
漢
書
』
に
銘
・
碑
・
弔
・
表
・
書
な
ど
の
一
種
と
し
て
並
列
的

に
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
）
11
（

、
文
章
表
現
の
一
種
と
す
る
見
方
が
あ
る
）
11
（

。
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表
に
あ
げ
た
『
三
国
志
』
に
お
け
る
檄
お
よ
び
羽
檄
な
ど
の
檄
を
含
む
語
の
用

例
の
な
か
で
、
魏
志
倭
人
伝
の
檄
を
送
っ
て
告
諭
す
る
と
い
う
文
脈
と
も
っ
と
も

ち
か
い
の
が
、『
三
国
志
』
張
既
伝
に
み
え
る
檄
に
関
す
る
記
述
で
あ
り
、
張
既
は

麹
光
ら
を
羌
族
に
討
た
せ
、「
檄
し
て
諸
羌
族
を
告
諭
」
し
た
際
に
発
せ
ら
れ
た
檄

は
督
戦
で
は
な
く
、
羌
の
内
訌
を
誘
う
た
め
の
説
諭
と
し
て
機
能
し
て
お
り
、
そ

の
意
味
で
は
羌
族
に
対
す
る
軍
政
的
な
文
書
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

　

文
書
と
し
て
の
檄
の
文
章
や
内
容
自
体
は
従
前
知
ら
れ
て
い
た
『
文
選
』
に
み

え
る
例
の
他
に
次
項
で
ふ
れ
る
居
延
漢
簡
な
ど
に
多
く
の
例
が
明
ら
か
に
な
っ
て

い
る
。
正
史
に
み
え
る
も
の
の
な
か
で
も
時
代
の
さ
か
の
ぼ
る
の
は
『
史
記
』
に

み
え
る
張
儀
の
檄
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
彼
が
秦
の
宰
相
と
な
っ
た
時
、
檄
を
も
っ

て
楚
の
宰
相
に
告
げ
た
内
容
と
し
て
、
か
つ
て
張
儀
が
楚
の
宰
相
と
酒
を
飲
ん
だ

時
、
楚
の
宰
相
の
璧
を
盗
ん
で
い
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
張
儀
を
鞭
打
っ
た
こ

と
を
あ
げ
、
今
度
は
楚
の
宰
相
に
自
分
の
国
を
守
れ
と
い
い
、
張
儀
が
顧
み
て
城

を
盗
む
で
あ
ろ
う
、
と
あ
り
、
檄
の
内
容
と
し
て
記
さ
れ
て
い
る
）
11
（

。

　

い
っ
ぽ
う
、『
文
選
』
に
は
檄
文
の
例
が
知
ら
れ
、
そ
の
う
ち
時
期
が
さ
か
の
ぼ

る
前
漢
・
武
帝
代
の
司
馬
相
如
の
「
喩
巴
蜀
檄
」
で
は
「
陛
下
は
使
者
・
有
司
の

彼
の
ご
と
き
を
患
い
、
不
肖
愚
民
の
此
く
の
如
き
を
悼
む
。
故
に
信
使
を
遣
わ
し
、

百
姓
に
暁
喩
せ
し
む
る
に
卒
を
発
す
る
こ
と
を
も
っ
て
し
」
な
ど
と
あ
る
）
11
（

。
そ
の

内
容
は
巴
蜀
の
民
に
対
し
て
、
遣
わ
さ
れ
た
中
郎
将
・
唐
蒙
の
非
道
を
述
べ
、
そ

れ
が
武
帝
の
上
意
で
な
く
、
徴
発
に
応
じ
た
辺
郡
の
士
に
対
し
て
逃
亡
し
た
り
、

自
害
し
た
り
す
る
こ
と
は
節
義
に
も
と
る
と
し
、
忠
勤
を
励
ん
で
後
世
に
名
を
伝

え
、
子
孫
に
封
地
を
残
す
た
め
に
勅
使
を
警
護
す
る
任
を
全
う
す
る
よ
う
に
諭
し

説
い
て
い
る
。
と
く
に
文
末
は
檄
が
届
い
た
ら
、
す
み
や
か
に
県
の
道
々
に
住
む

者
た
ち
に
下
達
し
て
、「
皆
を
し
て
陛
下
の
意
を
喩
し
め
よ
」
と
締
め
く
く
っ
て
お

り
）
11
（

、
督
戦
や
戦
意
高
揚
で
は
な
く
、
辺
民
に
対
す
る
諭
告
と
し
て
の
内
容
で
あ
る

こ
と
を
端
的
に
し
め
し
て
い
る
。
同
じ
く
『
文
選
』
に
み
え
る
魏
の
鍾
会
の
「
檄

蜀
文
」
は
文
中
に
「
今
鎮
西
、
辞
を
奉
り
、
命
を
銜ふ

く
み
、
戎
車
を
摂
統
し
、
庶
こ
い
ね
がわ

く
は
文
告
の
訓
を
弘
め
、
以
て
元
元
の
命
を
斎す

く
わ
ん
こ
と
を
」
と
あ
り
、
天
子
の

命
を
奉
じ
て
、
兵
車
を
従
え
て
、
人
民
ら
の
命
を
救
う
こ
と
を
ね
が
う
、
と
あ
る

よ
う
に
蜀
の
将
士
吏
民
に
対
し
、
彼
ら
が
取
る
べ
き
対
応
を
諭
告
し
た
内
容
で
あ

る
）
1（
（

。

　

時
期
的
に
魏
志
倭
人
伝
に
近
い
檄
の
う
ち
文
章
そ
の
も
の
が
知
ら
れ
る
も
の
と

し
て
『
後
漢
書
』
に
み
え
る
王
郎
（
王
劉
張
李
彭
盧
列
伝
）、
隗
囂
（
劉
玄
劉
盆
子

列
伝
）、
伏
隆
（
伏
侯
宋
蔡
馮
趙
牟
韋
列
伝
）
お
よ
び
『
三
国
志
』
の
鍾
会
（
魏
書

王
毌
丘
諸
葛
鄧
鍾
伝
）、
董
昭
（
程
郭
董
劉
蔣
劉
伝
）
ら
の
檄
が
あ
る
。
更
始
元
年

（
二
三
）
に
発
し
た
王
郎
の
「
移
檄
州
郡
」
は
「
制
詔
」
で
始
ま
り
、
末
尾
に
「
故

に
使
者
を
遣
わ
し
て
詔
書
を
班
下
す
」
と
あ
り
、
皇
帝
の
詔
勅
の
よ
う
な
体
裁
を

と
っ
て
い
る
。
王
郎
は
漢
の
皇
帝
と
は
関
わ
り
は
な
い
が
詐
っ
て
、
成
帝
の
子
で

あ
っ
た
が
、
王
莽
の
簒
奪
に
よ
っ
て
雌
伏
し
て
い
た
な
ど
と
正
統
の
後
継
者
で
あ

る
こ
と
を
僭
称
し
、
義
兵
を
あ
げ
て
「
朕
」
を
助
け
れ
ば
皆
に
封
地
を
裂
き
、
子

孫
に
受
け
継
ぐ
な
ど
と
述
べ
て
い
る
）
11
（

。
こ
れ
に
対
し
て
、
後
段
で
は
多
く
の
人
び

と
が
漢
王
朝
を
慕
い
、
多
く
の
者
た
ち
が
翟
義
（
漢
王
室
復
興
に
尽
く
し
た
）
は

ま
だ
死
ん
で
い
な
い
と
い
っ
て
い
た
の
で
、
詐
っ
て
民
の
希
望
に
そ
う
よ
う
に
し

た
と
説
明
し
て
い
る
）
11
（

。
隗
囂
の
「
告
郡
国
檄
」
は
天
下
に
逆
ら
う
大
罪
、
地
に
逆

ら
う
大
罪
、
人
に
逆
ら
う
大
罪
の
三
つ
の
大
罪
を
あ
げ
て
王
莾
の
罪
を
天
下
に
喧

伝
し
よ
う
と
し
た
内
容
で
あ
る
）
11
（

。
た
だ
し
、
王
莾
個
人
に
対
す
る
論
難
で
は
な
く
、
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九

あ
く
ま
で
も
そ
の
政
治
に
対
す
る
糾
弾
で
あ
る
。
ま
た
、
伏
隆
の
檄
は
各
郡
国
の

招
撫
を
行
い
、
劉
秀
す
な
わ
ち
後
の
光
武
帝
に
下
る
こ
と
を
説
い
た
内
容
で
あ
る
）
11
（

。

な
お
、『
三
国
志
』
に
み
え
る
檄
の
文
章
で
あ
る
鍾
会
の
「
檄
蜀
文
」
に
つ
い
て
は

す
で
に
ふ
れ
た
と
お
り
で
あ
る
。

　

以
上
の
よ
う
な
檄
を
一
般
的
に
説
明
す
る
に
際
し
て
は
『
文
心
雕
龍
』
檄
移
篇

の
叙
述
に
求
め
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
。
た
と
え
ば
周
の
穆
王
が
西
征
し
た
際
に
祭

公
謀
父
が
、
古
に
威
計
の
令
あ
り
、
文
告
の
辞
あ
り
と
称
し
た
の
が
檄
文
の
起
源

で
あ
る
が
、
春
秋
時
代
に
な
る
と
征
伐
が
周
の
王
で
は
な
く
諸
侯
に
よ
っ
て
行
わ

れ
る
よ
う
に
な
り
、
諸
侯
ら
は
敵
が
服
従
し
な
い
こ
と
を
心
配
し
て
出
兵
す
る
際

に
名
分
が
必
要
に
な
っ
た
の
で
、
自
軍
の
威
風
を
強
調
し
、
敵
軍
の
昏
乱
を
暴
い

た
、
と
す
る
）
11
（

。
檄
移
篇
で
は
こ
の
後
に
著
名
な
作
者
の
檄
に
代
表
さ
せ
て
、
檄
の

特
質
と
し
て
罪
状
の
糾
弾
や
犯
罪
に
対
す
る
問
責
、
臣
民
の
説
諭
、
呼
び
か
け
や

扇
動
が
な
ど
の
属
性
が
あ
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
公
開
や
伝
播
の
効
果
が
あ
る
と
述

べ
る
）
11
（

。

　

ま
た
、
次
項
に
ふ
れ
る
簡
牘
の
檄
が
簡
潔
に
事
実
を
記
し
た
内
容
で
あ
る
の
に

対
し
、
文
体
と
し
て
の
檄
文
へ
と
変
化
す
る
に
し
た
が
い
文
章
量
が
増
え
、
後
漢

末
か
ら
魏
晋
代
に
は
、
陳
琳
の
「
為
袁
紹
檄
豫
州
」
に
典
型
化
さ
れ
る
よ
う
な
長

文
に
な
る
に
と
も
な
い
魏
晋
南
北
期
に
は
駢
儷
体
が
用
い
ら
れ
る
な
ど
文
体
と
し

て
展
開
し
、
定
型
化
す
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
）
11
（

。

　

こ
の
よ
う
な
文
体
と
し
て
の
檄
の
典
型
を
綴
っ
た
陳
琳
ら
に
対
す
る
同
時
代
人

の
論
評
と
し
て
呉
質
に
よ
る
「
答
魏
太
子
牋
」
が
あ
り
、
こ
の
数
子
す
な
わ
ち
陳

琳
・
徐
幹
・
劉
楨
・
応
場
ら
は
宮
中
で
侍
す
る
に
は
ふ
さ
わ
し
い
が
、
羽
檄
が
と

び
か
う
事
態
と
な
れ
ば
役
に
立
た
な
い
、
と
述
べ
て
い
る
）
11
（

。
こ
こ
で
注
目
さ
れ
る

の
は
か
つ
て
符
や
檄
の
文
章
で
名
声
を
ほ
し
い
ま
ま
に
し
た
陳
琳
ら
に
対
し
て
、

彼
ら
は
軍
書
が
届
き
羽
檄
が
飛
び
か
う
事
態
と
な
れ
ば
そ
の
任
に
非
ず
、
と
し
て

い
る
点
で
あ
る
。
こ
れ
は
実
戦
に
従
う
こ
と
の
な
い
陳
琳
ら
に
対
す
る
揶
揄
で
あ

る
が
、
そ
れ
と
と
も
に
明
ら
か
に
陳
琳
の
綴
る
檄
と
軍
用
文
書
で
戦
中
に
用
い
ら

れ
る
羽
檄
と
は
区
別
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
魏
晋
代
に
お
い
て
も
檄
に
は
前

述
の
よ
う
な
機
能
に
よ
る
区
別
が
あ
っ
た
こ
と
を
伝
え
て
い
る
。
こ
の
こ
と
も
陳

琳
ら
が
活
躍
し
た
後
漢
末
か
ら
魏
晋
代
に
か
け
て
文
体
と
し
て
の
檄
の
展
開
と
変

化
が
あ
っ
た
と
い
う
見
方
を
傍
証
す
る
も
の
と
あ
ろ
う
。

　

こ
こ
ま
で
み
て
き
た
よ
う
に
檄
は
時
期
に
よ
っ
て
内
容
や
文
体
が
変
化
し
て
い

く
が
、
先
行
研
究
を
参
照
し
）
11
（

、
整
理
す
る
と
史
書
・
文
献
に
み
え
る
檄
の
な
か
で

も
『
三
国
志
』
に
現
れ
る
檄
（
表
１
）
に
関
し
て
は
、
１
臣
下
や
軍
の
召
喚
・
召

集
・
応
召
、
２
行
政
・
軍
事
・
軍
政
的
命
令
等
の
伝
達
（
緊
急
性
を
も
つ
場
合
を

含
む
）、
３
政
治
的
あ
る
い
は
軍
事
的
な
諭
告
、
４
督
戦
・
戦
意
高
揚
に
大
別
さ
れ

る
。
以
上
の
よ
う
な
用
法
・
機
能
の
他
に
、
中
国
の
辺
境
地
域
で
出
土
し
た
漢
代

の
簡
牘
の
な
か
に
は
、
こ
れ
ら
を
含
む
実
際
の
用
法
が
知
ら
れ
る
内
容
が
あ
り
、

次
項
で
本
論
に
関
係
す
る
知
見
を
瞥
見
す
る
。

三　

漢
簡
の
檄

　

檄
に
関
す
る
実
物
資
料
と
し
て
は
漢
簡
と
呼
ば
れ
る
漢
代
を
中
心
と
し
た
簡
牘

に
多
く
の
実
例
が
知
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
に
つ
い
て
の
研
究
は
以
下
に
整
理
す

る
が
、
質
量
的
に
も
檄
・
檄
書
な
ど
の
語
が
多
く
み
ら
れ
る
の
が
居
延
漢
簡
で
あ

る
。
居
延
漢
簡
は
甘
粛
省
酒
泉
の
東
北
部
の
居
延
烽
燧
遺
跡
に
関
す
る
漢
代
の
簡
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〇

牘
群
で
あ
り
、
漢
代
に
お
け
る
西
域
統
治
の
実
態
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
の
史
料

と
し
て
知
ら
れ
る
）
1（
（

。

　

居
延
漢
簡
の
文
章
に
は
檄
あ
る
い
は
こ
れ
を
含
む
語
が
し
ば
し
ば
み
ら
れ
、
先

学
の
研
究
が
一
定
の
蓄
積
を
み
て
い
る
。
ま
ず
、
檄
そ
の
も
の
の
一
方
の
意
味
と

し
て
は
書
写
材
料
の
名
称
で
あ
り
、
簡
の
形
状
を
示
す
「
両
行
」「
札
」
と
同
様
の

類
型
に
属
す
る
名
称
で
あ
る
と
さ
れ
、
長
い
多
面
体
の
木
簡
は
檄
と
み
な
さ
れ
て

い
る
）
11
（

。

　

居
延
漢
簡
に
お
け
る
檄
の
語
を
含
む
文
章
の
機
能
と
用
途
に
つ
い
て
の
研
究
を

本
論
の
内
容
と
関
連
す
る
部
分
を
中
心
に
限
定
し
て
年
代
順
に
摘
要
し
て
い
く

と
、
連
劭
名
氏
が
次
の
三
種
の
類
型
に
大
別
さ
れ
て
い
る
。
一
つ
は
軍
兵
の
召
集

で
あ
り
、
い
わ
ゆ
る
召
書
で
あ
る
。
二
つ
め
は
司
法
文
書
で
あ
り
、
官
吏
の
勤
務

評
定
や
軽
微
な
過
失
の
よ
う
に
、
官
府
の
側
か
ら
責
を
問
い
、
罰
を
徴
す
る
た
め

の
文
書
で
あ
る
。
こ
れ
は
軍
事
文
書
と
は
異
な
り
封
緘
を
せ
ず
に
伝
送
し
、
後
世

に
は
露
布
と
称
さ
れ
る
。
三
つ
め
は
こ
れ
ら
を
含
め
て
臨
機
に
応
用
さ
れ
る
場
合

で
、
類
型
的
な
機
能
で
は
な
く
、
一
回
性
の
独
自
な
意
味
を
も
つ
場
合
と
す
る
）
11
（

。

　

李
均
明
氏
は
檄
を
府
檄
・
警
檄
・
行
罰
檄
に
分
類
し
た
。
そ
の
う
ち
、
府
檄
は

発
行
し
た
官
府
が
檄
を
書
と
呼
ん
だ
も
の
と
し
、
こ
れ
は
檄
書
の
略
称
で
あ
り
、

甲
居
候
官
が
転
送
す
る
際
に
檄
と
称
し
た
と
す
る
。
警
檄
は
い
く
つ
か
の
内
容
が

あ
り
、
そ
の
一
つ
は
敵
情
の
陳
述
で
あ
り
、
敵
方
が
行
っ
て
い
る
威
嚇
の
厳
し
さ

を
強
調
す
る
と
す
る
。
二
つ
め
に
は
烽
火
や
天
田
な
ど
の
施
設
や
そ
れ
に
関
わ
る

警
備
を
強
化
す
る
内
容
で
あ
る
と
す
る
。
三
つ
め
に
は
人
員
の
配
備
と
武
器
や
戦

闘
器
具
・
設
備
な
ど
の
配
備
を
包
括
し
た
内
容
と
す
る
。
行
罰
檄
は
違
法
や
綱
紀

に
違
う
行
為
な
ど
を
通
報
し
、
そ
れ
ら
に
対
す
る
懲
罰
な
ど
で
あ
り
、
官
吏
の
注

意
喚
起
を
促
し
、
錯
誤
の
再
発
を
防
ぐ
と
す
る
。
こ
れ
ら
の
類
例
か
ら
檄
の
機
能

は
指
令
・
問
責
・
訓
示
・
処
罰
・
通
報
な
ど
多
岐
に
わ
た
り
、
そ
の
処
理
に
急
を

要
す
る
要
件
が
多
い
と
す
る
）
11
（

。

　

居
延
漢
簡
の
檄
に
関
し
て
は
さ
き
に
ふ
れ
た
冨
谷
至
氏
が
詳
細
な
検
討
を
行
っ

て
お
り
、
こ
れ
を
摘
要
す
る
と
、
ま
ず
、
檄
は
形
態
と
し
て
は
多
面
体
の
長
い
簡

で
あ
り
、
基
本
的
に
露
布
す
な
わ
ち
提
示
す
る
た
め
の
簡
牘
で
あ
り
、
文
書
と
し

て
逓
送
さ
れ
る
も
の
（
檄
Ａ
）
と
公
開
掲
示
し
て
衆
目
に
さ
ら
す
も
の
（
檄
Ｂ
）

に
類
別
し
た
）
11
（

。
そ
の
う
え
で
、
こ
れ
ま
で
檄
が
軍
事
で
用
い
ら
れ
た
と
か
、
緊
急

用
の
警
示
・
訓
戒
等
の
内
容
を
も
っ
た
文
書
と
さ
れ
て
き
た
が
、
文
書
と
し
て
逓

送
さ
れ
る
檄
の
類
型
は
必
ず
し
も
軍
事
的
な
鼓
舞
激
励
や
臣
下
の
召
喚
な
ど
の
用

途
に
限
定
し
た
内
容
と
用
法
で
は
な
く
、
檄
の
機
能
は
多
様
で
あ
り
、
同
じ
性
格

の
文
書
が
檄
の
形
態
で
送
ら
れ
る
場
合
と
そ
う
で
は
な
い
場
合
が
あ
る
と
し
た
。

そ
し
て
二
つ
の
類
型
を
総
じ
た
檄
の
特
質
に
つ
い
て
は
、
露
布
の
状
態
で
送
付
さ

れ
、
掲
示
し
て
衆
人
が
目
に
す
る
こ
と
を
想
定
し
た
木
簡
で
あ
る
と
結
論
し
た
。

そ
の
機
能
に
つ
い
て
は
、
第
一
に
は
行
政
文
書
の
確
実
な
や
り
と
り
を
各
官
署
に

周
知
し
、
権
力
者
の
威
光
、
命
令
の
徹
底
を
公
示
す
る
こ
と
に
よ
り
、
行
政
の
効

果
を
具
現
化
す
る
。
第
二
に
は
文
書
の
送
付
に
隠
匿
部
分
や
送
付
形
式
の
変
化
を

も
た
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
各
官
署
に
目
睹
さ
せ
る
こ
と
で
官
吏
の
操
縦
、
掌
握

を
図
る
。
第
三
に
は
公
開
掲
示
し
て
衆
目
に
さ
ら
す
檄
に
特
徴
的
な
よ
う
に
公
的

な
内
容
で
は
民
衆
に
提
示
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
威
嚇
、
督
励
の
効
果
を
生
み
、
私

的
な
内
容
で
は
座
右
に
置
き
、
教
訓
・
自
覚
・
追
憶
の
効
果
を
も
つ
と
し
た
）
11
（

。

　

藤
田
勝
久
氏
は
文
献
に
み
え
る
檄
と
簡
牘
の
檄
を
総
合
的
に
分
析
し
、
史
書
と

逓
伝
の
郵
書
記
録
お
よ
び
簡
牘
に
み
え
る
檄
に
つ
い
て
、
以
下
の
よ
う
に
整
理
し
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一
一

て
い
る
。
１
檄
は
使
者
等
に
よ
っ
て
広
く
吏
民
に
周
知
さ
せ
る
場
合
と
行
政
機
構

の
な
か
で
伝
達
さ
れ
る
場
合
が
あ
る
。
檄
は
内
容
を
伝
達
す
る
場
合
と
人
を
徴
召

す
る
場
合
が
あ
り
、
前
者
で
は
内
容
を
伝
達
す
る
場
合
は
緊
急
性
と
重
要
性
を
伴

う
こ
と
が
あ
る
が
、
郵
書
記
録
で
は
文
書
と
同
様
の
伝
達
が
多
く
、
ま
た
居
延
漢

簡
の
記
載
か
ら
も
文
書
伝
達
と
同
じ
規
定
に
よ
る
時
間
で
伝
送
さ
れ
て
い
た
こ
と

が
わ
か
っ
て
お
り
、
檄
の
本
質
は
緊
急
性
と
重
要
性
で
は
な
い
。
２
檄
の
内
容
と

用
途
に
つ
い
て
、
史
書
で
は
地
方
政
権
が
敵
に
投
降
を
促
し
た
り
、
他
の
諸
国
王

へ
の
伝
達
な
ど
の
軍
事
的
背
景
の
あ
る
場
合
も
あ
る
が
、
皇
帝
の
意
志
を
太
守
に

下
す
な
ど
の
軍
事
的
内
容
以
外
の
も
の
も
あ
り
、
檄
は
一
部
に
軍
事
に
関
す
る
内

容
を
含
む
が
、
有
事
の
情
報
伝
達
や
軍
書
に
限
定
さ
れ
な
い
。
３
檄
は
行
政
機
構

に
お
い
て
も
上
位
と
下
位
の
双
方
向
に
伝
達
さ
れ
、
書
を
檄
と
す
る
こ
と
も
あ
る

が
、
多
く
は
文
書
と
区
別
さ
れ
て
い
る
。
漢
簡
の
檄
に
み
え
る
逓
伝
は
文
書
伝
達

と
同
じ
手
順
で
あ
る
。
檄
の
機
能
は
上
行
文
書
と
下
行
文
書
に
共
通
し
て
お
り
、

前
者
は
命
令
や
説
諭
、
警
示
が
本
質
で
は
な
く
、
政
府
が
官
吏
を
掌
握
し
、
威
圧

す
る
効
果
に
特
定
さ
れ
な
い
。
４
檄
に
共
通
す
る
本
質
と
し
て
密
封
し
た
文
書
よ

り
も
情
報
の
公
開
性
を
も
ち
、
回
覧
と
公
布
に
と
も
な
っ
て
口
頭
を
併
用
し
て
広

く
周
知
さ
せ
る
意
義
が
あ
り
、「
ふ
れ
ぶ
み
」
と
し
て
の
要
素
を
有
す
る
。
５
文
書

の
檄
の
特
徴
は
冊
書
の
封
書
と
区
別
さ
れ
、
目
に
触
れ
る
状
態
と
予
想
さ
れ
、
内

容
を
吏
卒
や
吏
民
に
閲
覧
さ
せ
、
広
く
公
布
す
る
要
素
を
も
つ
。
檄
に
つ
け
ら
れ

る
印
は
証
拠
印
で
あ
り
、
内
容
を
隠
す
た
め
の
封
印
で
は
な
い
。「
移
檄
」「
檄
到
」

な
ど
の
用
語
を
含
む
場
合
は
檄
の
副
本
か
文
書
処
理
の
控
え
で
あ
る
。
檄
が
書
写

材
料
か
文
書
か
に
つ
い
て
は
、
後
漢
代
の
記
述
に
よ
っ
て
、
書
な
ど
と
と
も
に
檄

が
あ
げ
ら
れ
、
文
章
表
現
の
一
種
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
６
多
面
体
の
觚

の
簡
牘
に
は
文
書
の
檄
の
ほ
か
に
召
還
や
派
遣
に
使
用
す
る
場
合
が
あ
る
。
７
派

遣
の
内
容
の
檄
は
到
達
し
た
地
で
派
遣
し
た
人
物
・
日
時
の
照
明
と
照
合
が
必
要

で
あ
り
、
受
信
し
た
地
で
出
土
す
る
。
概
し
て
檄
の
伝
達
方
法
と
機
能
と
し
て
、

表
面
の
文
書
が
読
め
る
檄
は
封
泥
を
開
か
な
く
て
も
文
面
が
み
え
る
情
報
の
公
開

性
と
宛
先
で
の
回
覧
と
公
布
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
）
11
（

。

　

こ
れ
ら
の
指
摘
を
本
論
の
内
容
と
の
関
連
で
整
理
す
る
な
ら
ば
、
と
く
に
以
下

の
点
が
注
目
さ
れ
る
。
檄
は
可
視
的
な
要
素
が
あ
り
、
檄
の
特
性
と
し
て
、
内
容

の
公
開
性
が
あ
り
、
閲
覧
と
公
布
に
よ
っ
て
広
く
周
知
さ
せ
る
こ
と
で
あ
り
、
檄

の
閲
覧
や
公
布
に
口
頭
で
の
伝
示
が
想
定
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
檄
は
後
漢
代
の

史
料
に
書
な
ど
と
並
べ
て
檄
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
た
ん
に
物
理
的
な

書
写
材
料
に
と
ど
ま
ら
ず
文
章
形
式
を
含
む
。

　

以
上
の
よ
う
な
先
学
の
研
究
で
檄
の
書
体
の
典
型
と
さ
れ
、
多
面
体
の
簡
で
あ

り
、
そ
の
機
能
と
属
性
を
示
す
典
型
と
し
て
と
り
あ
げ
ら
れ
る
以
下
の
居
延
漢
簡

の
事
例
の
な
か
か
ら
、
実
際
の
使
用
実
態
が
知
ら
れ
る
内
容
を
あ
げ
て
お
く
）
11
（

。

事
例
①

a
甲
渠
鄣
候
以
郵
行　

■

府
告
居
延
甲
渠
鄣
候
、
卅
井
関
守
丞
匡
十
一
月
壬
辰
檄
言
、
居
延
都
田
嗇
夫
丁
宮

祿
福
男
子
歆
等
入
関
、
檄
甲
午
口
入
到
府
、
匡
乙
来
復
檄
言（
Ｅ
．
Ｐ
．
F
２
２
：

１
５
１
Ａ
、
図
１
─
１
）

b
男
子
郭
長
入
開
、
檄
丁
酉
食
時
到
府
、
皆
後
宮
等
到
、
留
遅
、
記
到
各
推
辟
界

中
、
定
吏
主
當
坐
者
名
、
会
月
晦
、
有
（
Ｅ
．
Ｐ
．
F
2
2
：
１
５
１
Ｂ
、
図
１

─
２
）　



魏
志
倭
人
伝
に
み
え
る
檄
─
文
献
と
漢
簡
か
ら
の
考
察
─
（
門
田
誠
一
）

一
二

c
教　

建
武
四
年
十
一
月
戊
戌
起
府
（
Ｅ
．
Ｐ
．
F
2
2
：
１
５
１
Ｃ
、
図
１
─

３
）

d
十
一
月
辛
丑
甲
渠
守
候　

告
尉
謂
不
侵
候
長
憲
等
、
写
移
檄
到
、
各
推
辟
界
中

相
付
受
日
時
具
状
、
会
月
廿
六
日
、
如
府
記
律
令
（
Ｅ
．
Ｐ
．
Ｆ
．
22
：

1
5
1
D
、
図
１
─
４
）

�

（
長
さ
約
五
五
、
幅
二
・
五
㎝
） 

事
例
②

a
得
倉
丞
吉
兼
行
丞
事
、
敢
告
部
都
尉
卒
人
、
詔
書
清
塞
下
、
謹
候
望
、
各
蓬

火
、
料
度
可
備
中
、
毋
遠
追
為
虜
所
作
。
書
已
前
下
。
檄
到
卒
人
遣
尉
丞
司
馬
数

循
行
、
厳
兵
□
。（
12
・
１
A
）

b
〼
禁
止
行
者
、
便
戦
闘
具
、
駆
逐
田
牧
畜
産
、
毋
令
居
部
界
中
、
警
備
毋
為
虜

所
誑
利
、
且
課
毋
状
不
憂
者
、
劾
尉
丞
以
下
、
毋
忽
如
法
律
令
、
敢
告
卒
人
／
掾

延
年
、
書
佐
光
給
事
□
（
12
・
１
C
）

c
都
尉
事
司
賜
丞
登
行
丞
事
、
謂
肩
水
候
官
写
移
厳
到
、
如
太
守
府
厳
粛
律
令
。

卒
史
安
世
、
属
楽
世
、
書
佐
延
年
。（
12
・
１
C
）

d
□
□
行
曹
謂
□
□
□
長
充
宗
、
官
移
移
厳
到
、
警
備
□
□
門
口
毋
為
所
乗
□
毋

忽
律
令
。（
12
・
１
D
）

�

（
長
さ
四
五
・
二
、
幅
二
㎝
） 

　

①
の
破
城
子
の
建
物
跡
（
房
屋
二
二
）
か
ら
出
土
し
た
簡
の
内
容
は
卅
井
関
守

丞
の
匡
が
都
尉
府
に
檄
を
送
り
、
丁
宮
と
王
散
が
入
関
し
て
云
々
と
い
っ
て
き
た

が
、
そ
の
檄
は
二
人
が
都
尉
府
に
到
着
し
た
二
日
後
に
遅
れ
て
届
い
た
。
同
じ
く

郭
長
に
関
す
る
同
様
の
檄
に
つ
い
て
も
到
着
後
二
日
た
っ
て
届
い
た
。
な
ぜ
遅
配

が
生
じ
た
の
か
そ
の
理
由
を
甲
渠
候
宮
に
問
い
た
だ
し
、
管
轄
下
の
部
を
調
査
す

る
よ
う
命
じ
た
も
の
（
a
、
b
、
c
）
と
、
そ
れ
を
う
け
て
甲
渠
守
候
が
所
属
の

部
に
そ
の
調
査
を
命
じ
た
下
達
文
言
（
d
）
と
釈
読
さ
れ
て
い
る
）
11
（

。

　

②
肩
水
塞
（
侯
官
）
出
土
の
簡
（
地
点
は
A
3
3
地
湾
、
編
号
は
12
─
１

A
B
C
D
）
は
端
的
に
は
張
掖
太
守
が
肩
水
都
尉
府
な
ど
の
部
都
尉
に
送
ら
れ
て

き
た
檄
で
あ
り
、
内
容
は
以
前
に
出
さ
れ
た
詔
書
で
塞
下
を
清
め
、
候
望
を
謹
み
、

蓬
（
烽
）
火
を
備
え
る
な
ど
、
警
備
を
強
化
す
る
命
令
で
あ
り
、
檄
が
命
令
書
と

し
て
の
役
割
を
も
っ
て
い
る
と
さ
れ
る
）
11
（

。
こ
れ
を
肩
水
候
官
に
檄
を
用
い
て
写
し

て
送
付
し
（
c
「
謂
肩
水
候
官
、
写
移
檄
到
」）、
さ
ら
に
そ
れ
を
候
官
か
ら
所
轄

の
部
に
送
っ
た
（
d
「
官
写
移
檄
到
」）
も
の
と
解
さ
れ
て
い
る
）
1（
（

。
そ
し
て
、
太
守

府
か
ら
都
尉
府
、
候
官
、
下
部
の
組
織
へ
と
い
う
伝
達
方
法
は
文
書
伝
達
と
共
通

す
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
）
11
（

。

　

こ
れ
ら
の
檄
の
内
容
は
行
政
的
伝
達
・
命
令
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
内
容
そ
の

も
の
よ
り
も
、
双
方
の
檄
に
み
ら
れ
る
「
写
移
檄
」
の
語
が
注
目
さ
れ
る
。
す
な

わ
ち
、
こ
れ
ら
の
檄
は
写
す
こ
と
に
よ
っ
て
伝
達
す
る
機
能
を
も
っ
て
い
る
こ
と

を
示
し
、
内
容
で
あ
る
檄
書
そ
の
も
の
だ
け
で
な
く
多
面
体
の
書
写
材
料
と
し
て

の
簡
が
檄
と
呼
ば
れ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
）
11
（

。

　

檄
の
語
が
記
さ
れ
た
居
延
漢
簡
の
多
様
な
内
容
の
う
ち
、
官
吏
の
勤
務
評
定
や

過
失
の
よ
う
に
官
府
の
側
か
ら
責
を
問
い
、
罰
を
徴
す
る
た
め
の
文
書
の
な
か
で

も
内
容
の
詳
細
が
わ
か
る
こ
と
か
ら
詳
細
な
検
討
が
な
さ
れ
て
い
る
の
が

一
九
七
四
年
に
同
じ
く
額
済
納
旗
破
城
子
漢
代
烽
燧
遺
址
（
甘
粛
省
）
で
出
土
し

た
候
史
広
徳
坐
罪
行
罰
檄
簡
で
あ
る
）
11
（

。
こ
れ
は
木
の
枝
を
削
っ
た
不
定
形
な
簡
牘

で
、
破
城
子
す
な
わ
ち
甲
渠
候
官
址
の
軍
事
的
防
砦
で
あ
る
塢
の
東
側
に
あ
る
廃
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魏
志
倭
人
伝
に
み
え
る
檄
─
文
献
と
漢
簡
か
ら
の
考
察
─
（
門
田
誠
一
）

一
四

棄
遺
構
の
最
下
層
か
ら
出
土
し
、
年
代
は
共
存
し
た
紀
年
簡
に
よ
っ
て
、
宣
帝
の

元
康
三
年
（
紀
元
前
六
三
）を
下
限
と
す
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
表
面
に
は
「
候

史
広
徳
、
坐
不
循
行
部
」「
又
省
官
檄
書
」
な
ど
の
語
が
あ
る
こ
と
か
ら
発
見
当
初

か
ら
檄
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
。
長
さ
約
八
二
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
と
い
う
長
大
な

木
簡
で
あ
り
、
記
さ
れ
た
文
字
数
も
多
い
た
め
、
釈
文
は
専
論
に
ゆ
ず
り
、
以
下

に
内
容
を
摘
記
す
る
。
具
体
的
な
文
章
は
裏
面
に
記
さ
れ
て
お
り
、
そ
こ
に
は
候

史
と
い
う
官
職
に
あ
り
、
別
の
簡
牘
か
ら
張
と
い
う
姓
で
あ
っ
た
と
み
ら
れ
る
広

徳
と
い
う
人
物
が
監
督
の
責
を
お
う
べ
き
六
つ
の
燧
に
お
け
る
施
設
や
備
品
の
不

備
や
欠
如
に
つ
い
て
列
挙
し
、
こ
れ
に
対
し
て
都
尉
府
の
大
吏
が
弾
劾
し
た
と
い

う
内
容
で
あ
り
、
候
史
広
徳
は
職
責
不
執
行
を
逐
条
的
に
あ
げ
ら
れ
て
、
杖
五
十

回
の
処
罰
を
受
け
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
）
11
（

。
そ
の
後
、
こ
の
木
簡
が
罰
を
公
開

す
る
一
種
の
告
知
札
の
よ
う
な
檄
で
あ
る
と
い
う
見
方
も
示
さ
れ
て
い
る
）
11
（

。

　

居
延
漢
簡
は
甘
粛
省
酒
泉
の
東
北
部
で
発
見
さ
れ
た
烽
燧
遺
跡
に
関
す
る
漢
代

の
簡
牘
群
で
あ
り
、
時
代
的
に
も
地
域
的
に
も
魏
志
倭
人
伝
の
内
容
と
は
隔
た
る

が
、
中
国
古
代
の
檄
に
関
す
る
史
料
と
し
て
欠
く
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
れ
ら
に

つ
い
て
以
上
の
よ
う
な
先
学
の
研
究
に
よ
れ
ば
、
簡
牘
と
し
て
檄
は
相
当
に
多
様

な
内
容
と
機
能
を
も
つ
こ
と
が
共
通
し
て
い
る
。
本
論
で
の
考
察
に
資
す
る
点
に

限
る
と
、
漢
簡
に
み
え
る
檄
の
用
法
や
用
例
と
し
て
は
行
政
文
書
や
司
法
文
書
、

軍
事
的
命
令
な
ど
が
あ
り
、
そ
れ
ら
の
内
容
と
は
別
に
書
写
材
料
の
形
状
と
し
て

の
檄
が
認
識
さ
れ
て
お
り
、
さ
ら
に
は
機
能
に
よ
っ
て
転
写
さ
れ
る
場
合
も
あ
る

な
ど
の
漢
簡
の
檄
の
特
質
を
先
行
研
究
の
摘
要
に
よ
っ
て
示
し
た
。
す
で
に
ふ
れ

た
よ
う
に
文
学
や
言
語
学
の
研
究
成
果
か
ら
は
、
後
漢
末
か
ら
三
国
時
代
に
か
け

て
は
、
陳
琳
「
為
袁
紹
檄
豫
州
」
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
に
、
文
体
と
し
て
の
檄
文

が
展
開
す
る
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
と
く
に
魏
志
倭
人
伝
の
檄
に
関
す
る
日

本
の
研
究
で
は
文
書
の
形
式
と
し
て
の
檄
と
文
体
と
し
て
の
檄
文
の
認
識
と
理
解

が
混
然
と
し
た
事
由
で
あ
ろ
う
。

　

こ
の
よ
う
な
文
体
と
し
て
の
長
文
の
檄
文
が
展
開
し
て
い
く
背
景
と
し
て
、
書

写
材
料
の
変
化
が
あ
る
と
み
ら
れ
る
。
近
年
の
研
究
で
は
書
写
材
料
が
簡
牘
か
ら

紙
へ
変
化
す
る
の
は
後
漢
末
期
と
さ
れ
、『
三
国
志
』
に
も
そ
れ
を
示
す
記
述
が
み

ら
れ
る
。
た
と
え
ば
、
劉
放
は
檄
や
書
の
作
成
に
長
け
、
三
祖
す
な
わ
ち
武
帝
・

文
帝
・
明
帝
が
詔
を
下
し
て
招
喩
す
る
に
際
し
て
劉
方
が
作
成
し
た
と
し
）
11
（

、
書
写

材
料
に
つ
い
て
、
魏
の
明
帝
は
「
黄
紙
授
放
作
詔
」
す
な
わ
ち
劉
放
に
黄
色
の
紙

を
授
け
て
詔
を
作
ら
せ
た
と
あ
る
）
11
（

。
ま
た
、
呉
書
陸
凱
伝
所
引
の
『
江
表
伝
』
に

陸
凱
が
孫
晧
の
下
し
た
詔
書
に
対
す
る
上
表
文
に
「
臣
拝
紙
詔
」
す
な
わ
ち
陸
凱

が
紙
の
詔
書
を
拝
し
た
と
あ
る
）
11
（

。
唐
代
の
類
書
で
は
あ
る
が
『
初
学
記
』
に
は
曹

操
が
政
務
報
告
を
紙
の
文
書
で
函
に
封
緘
す
る
こ
と
を
求
め
た
と
あ
る
）
11
（

。
こ
の
よ

う
な
記
述
は
詔
書
の
書
写
材
料
に
紙
が
用
い
ら
れ
た
証
左
と
な
る
。
た
だ
し
、
長

沙
・
走
馬
郎
で
出
土
し
た
三
国
時
代
の
呉
代
の
簡
牘
に
よ
っ
て
、
行
政
文
書
と
し

て
は
簡
牘
が
用
い
ら
れ
た
こ
と
も
知
ら
れ
、
簡
牘
を
用
い
た
公
文
書
と
籍
簿
は
紙

の
普
及
後
も
消
滅
せ
ず
、
簡
牘
と
紙
が
併
用
さ
れ
た
と
み
ら
れ
る
）
1（
（

。
こ
れ
ら
の
記

述
と
行
政
文
書
と
し
て
の
三
国
時
代
の
走
馬
楼
呉
簡
な
ど
を
参
照
し
て
も
、
卑
弥

呼
に
対
す
る
詔
書
は
紙
の
可
能
性
も
あ
る
が
、
長
沙
五
一
広
場
出
土
簡
を
典
型
と

す
る
後
漢
代
後
半
の
檄
と
み
ら
れ
る
簡
牘
も
発
見
さ
れ
て
お
り
）
11
（

、
魏
志
倭
人
伝
に

み
え
る
檄
が
文
書
と
し
て
の
檄
で
あ
る
と
し
て
も
書
写
材
料
が
紙
と
断
定
で
き
る

わ
け
で
は
な
い
）
11
（

。
た
だ
し
、
そ
れ
と
は
別
の
問
題
と
し
て
、
以
上
の
よ
う
な
漢
簡

の
檄
や
文
体
と
し
て
の
檄
文
の
研
究
を
参
照
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
魏
志
倭
人
伝
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の
檄
が
た
ん
に
文
体
と
し
て
の
檄
文
と
し
て
理
解
さ
れ
て
き
た
こ
と
を
指
摘
し
た
。

四　

魏
志
倭
人
伝
の
檄
の
特
質

　

こ
こ
ま
で
み
て
き
た
よ
う
に
檄
の
特
質
と
し
て
、
従
前
説
か
れ
て
き
た
よ
う
に

軍
事
的
内
容
や
機
能
だ
け
で
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り
、
ま
た
檄
が
火
急
を
要

す
る
際
に
用
い
ら
れ
た
と
す
る
従
前
の
見
方
に
も
疑
義
を
呈
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

い
っ
ぽ
う
で
、
近
年
で
は
漢
簡
に
み
え
る
檄
の
少
な
く
と
も
一
定
の
部
分
に
つ
い

て
は
、
目
睹
に
よ
る
可
視
的
な
効
果
を
期
待
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
も
言
及
さ
れ
て

い
る
。

　

こ
れ
ら
の
点
は
漢
簡
に
限
ら
ず
、
史
書
・
文
献
で
の
類
例
を
あ
げ
た
羽
檄
の
存

在
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。『
三
国
志
』
に
も
み
え
る
羽
檄
は
通
有
の
檄
に
羽
を
付

け
て
緊
急
性
を
付
し
た
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
、
こ
れ
が
正
鵠
を
射
て
い
る
な
ら
ば
、

羽
毛
の
付
加
に
よ
る
視
認
性
の
向
上
が
期
待
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
檄
そ
の
も

の
の
効
果
を
強
化
す
る
こ
と
を
意
図
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
、
こ
れ
に
よ
っ
て
檄

に
可
視
的
機
能
が
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
加
え
て
、
先
述
の
よ
う
に
『
三
国

志
』
に
は
封
を
し
な
い
檄
で
あ
り
、
召
還
な
ど
に
関
し
て
視
覚
的
効
果
を
期
待
し

た
命
令
書
で
あ
る
露
檄
の
語
も
み
え
る
。
さ
ら
に
『
三
国
志
』
に
は
可
視
的
機
能

を
こ
と
さ
ら
に
強
化
し
た
羽
檄
や
露
檄
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
檄
そ
の
も
の
に
一
定

の
目
睹
の
意
味
が
あ
っ
た
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
。

　

こ
れ
ら
を
踏
ま
え
て
『
三
国
志
』
に
み
え
る
檄
を
検
討
し
て
み
る
と
、
す
で
に

述
べ
た
よ
う
に
臣
下
や
軍
の
召
集
・
徴
集
、
行
政
・
軍
事
的
命
令
等
の
伝
達
、
軍

事
的
救
急
性
を
も
つ
伝
達
、
政
治
的
あ
る
い
は
軍
事
的
な
諭
告
、
督
戦
・
諭
告
な

ど
の
文
書
の
檄
の
機
能
が
み
ら
れ
る
。

　

い
っ
ぽ
う
、
こ
れ
ま
で
言
及
さ
れ
た
こ
と
は
な
か
っ
た
が
、
魏
志
倭
人
伝
の
檄

の
語
は
「
遣
塞
曹
掾
史
張
政
等
を
遣
わ
し
、
因
っ
て
詔
書
・
黄
幢
を
齎
（
も
た
ら
）

し
、
難
升
米
に
拝
仮
せ
し
め
、
檄
を
為
り
て
こ
れ
を
告
喩
す
」
と
あ
る
よ
う
に
「
為

檄
」
と
し
て
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
こ
れ
は
既
述
の
『
史
記
』
酷
吏

列
伝
の
王
温
舒
に
「
檄
を
為
り
、
県
に
告
ぐ
。
趣す

み
や
か
に
食
を
具
え
よ
」
と
あ
り
、

『
漢
書
』
申
屠
嘉
伝
に
「
檄
を
為
り
て
、
召
通
す
」
と
あ
る
の
と
同
様
の
用
法
で
あ

る
。
す
な
わ
ち
前
者
で
は
地
方
官
府
で
は
な
く
、
盗
賊
が
檄
を
県
に
伝
え
て
食
料

を
提
供
さ
せ
た
が
、
本
来
的
に
は
地
方
官
府
が
発
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
前
提

と
し
た
用
例
で
あ
り
、
後
者
で
は
檄
に
よ
っ
て
鄧
通
が
申
屠
嘉
に
召
喚
さ
れ
た
と

み
え
、
鄧
通
は
文
帝
の
寵
臣
で
あ
っ
た
が
た
め
に
、
そ
の
と
り
な
し
に
よ
っ
て
罪

を
免
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
こ
れ
ら
の
用
例
で
は
、
政
治
的
上
位
者
が
下
位
者
に

対
し
て
召
集
な
い
し
召
喚
す
る
檄
に
つ
い
て
「
為
檄
」
と
表
現
さ
れ
て
お
り
、
魏

志
倭
人
伝
の
難
升
米
に
檄
を
与
え
た
記
述
と
同
様
の
表
現
で
あ
る
こ
と
が
注
意
さ

れ
る
。

　

以
上
を
参
照
す
る
と
魏
志
倭
人
伝
の
記
事
で
は
魏
が
倭
に
対
し
て
「
為
檄
告
喩

之
」
す
な
わ
ち
檄
を
も
っ
て
告
諭
し
た
の
で
あ
っ
て
、
文
献
や
と
く
に
漢
簡
の
例

を
あ
げ
て
み
た
よ
う
な
行
政
機
構
を
通
じ
た
命
令
等
の
単
な
る
伝
達
と
は
意
味
を

異
に
す
る
点
が
あ
る
。
た
だ
し
、
そ
れ
は
官
府
間
な
ど
で
用
い
ら
れ
る
行
政
文
書

や
軍
事
組
織
の
指
揮
命
令
に
用
い
ら
れ
る
軍
事
文
書
と
し
て
の
伝
達
機
能
の
延
長

上
に
位
置
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
魏
志
倭
人
伝
の
檄
に
関
し
て
も
、
魏
が
塞
曹
掾

史
張
政
等
を
遣
わ
し
、
難
升
米
を
介
し
て
倭
に
対
し
て
檄
に
よ
っ
て
告
諭
す
る
目

的
・
機
能
が
あ
り
、
こ
の
語
に
よ
っ
て
宗
主
国
で
あ
る
魏
と
朝
貢
国
た
る
倭
の
関
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係
性
が
顕
現
す
る
こ
と
に
な
る
。

　

こ
れ
ま
で
い
わ
れ
て
き
た
よ
う
な
陳
琳
の
檄
文
に
象
徴
さ
れ
る
長
文
に
よ
る
文

章
の
類
型
と
し
て
の
檄
と
の
比
較
よ
り
も
、
そ
の
目
的
と
し
て
は
む
し
ろ
行
政
文

書
や
軍
事
組
織
の
指
揮
命
令
に
用
い
ら
れ
る
軍
政
文
書
と
し
て
の
伝
達
機
能
の
延

長
に
あ
る
こ
と
に
加
え
て
、
魏
が
倭
と
い
う
東
夷
諸
族
に
対
し
て
発
し
て
い
る
こ

と
に
魏
志
倭
人
伝
に
み
え
る
檄
の
外
交
的
意
味
お
よ
び
同
時
代
的
特
質
が
あ
る
。

　

檄
の
内
容
そ
の
も
の
に
関
す
る
記
述
は
魏
志
倭
人
伝
に
は
な
い
が
、
狗
奴
国
と

の
係
争
に
際
し
て
発
せ
ら
れ
て
い
る
か
ら
、
軍
事
的
内
容
を
含
む
こ
と
が
想
定
さ

れ
、
こ
こ
で
論
じ
た
檄
の
属
性
や
機
能
か
ら
も
政
治
・
軍
事
の
内
容
と
機
能
を
も

つ
軍
政
的
文
書
と
し
て
の
檄
で
あ
る
こ
と
は
確
実
で
あ
ろ
う
。
魏
志
倭
人
伝
に
み

え
る
檄
を
既
述
の
用
例
と
比
較
す
る
と
、
ま
ず
異
民
族
に
対
し
て
発
せ
ら
れ
て
い

る
檄
と
し
て
も
、
さ
き
に
あ
げ
た
前
漢
・
司
馬
相
如
の
「
喩
巴
蜀
檄
」
に
み
た
辺

民
に
対
す
る
諭
告
と
し
て
の
意
味
を
含
む
と
推
定
さ
れ
る
。
ま
た
、
同
時
代
の
檄

と
し
て
状
況
的
に
近
似
し
た
状
況
で
発
せ
ら
れ
た
『
三
国
志
』
張
既
伝
に
み
え
る

張
既
が
麹
光
ら
に
羌
族
を
討
た
せ
、
諸
羌
族
を
告
諭
す
る
際
に
発
せ
ら
れ
た
檄
が

督
戦
で
は
な
く
、
羌
の
内
訌
を
誘
う
た
め
の
説
諭
と
し
て
機
能
し
て
お
り
、
羌
族

に
対
す
る
軍
政
的
な
内
容
で
あ
る
こ
と
も
魏
志
倭
人
伝
に
み
え
る
檄
を
理
解
す
る

際
の
参
考
と
な
る
。
同
じ
く
魏
の
鍾
会
が
蜀
の
将
士
吏
民
に
対
し
、
彼
ら
が
取
る

べ
き
対
応
を
諭
告
し
た
「
檄
蜀
文
」
の
内
容
も
勘
案
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
ら

の
檄
を
参
照
す
る
と
、
先
学
に
よ
っ
て
考
察
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
倭
国
に
対
す
る

督
戦
や
戦
意
高
揚
の
内
容
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
に
と
ど
ま
ら
ず
東
夷
の
倭

と
い
う
辺
民
に
対
し
て
発
せ
ら
れ
た
檄
と
し
て
位
置
づ
け
る
な
ら
ば
、
狗
奴
国
と

の
紛
争
を
解
決
す
る
た
め
の
諭
告
や
説
諭
の
意
味
や
内
容
が
含
ま
れ
て
い
た
と
考

え
ら
れ
る
。

　
さ
ら
に
漢
簡
の
檄
の
機
能
の
一
つ
と
し
て
、
す
で
に
ふ
れ
た
よ
う
に
場
合
に
よ
っ

て
は
内
容
を
写
し
て
下
行
さ
せ
る
こ
と
も
あ
り
、
上
位
下
達
の
文
書
の
場
合
、
内

容
と
し
て
は
軍
事
・
政
治
的
な
伝
達
を
行
う
こ
と
が
あ
り
、
少
な
か
ら
ず
目
睹
に

よ
る
視
覚
的
な
効
果
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
を
参
照
す
れ
ば
、『
三
国

志
』
を
含
む
史
書
・
文
献
に
み
え
る
羽
檄
を
含
め
、
魏
が
倭
に
対
し
檄
を
発
す
る

こ
と
は
、
書
写
材
料
が
簡
牘
で
あ
る
か
紙
で
あ
る
か
を
問
わ
ず
、
檄
の
内
容
の
他

に
そ
れ
を
発
す
る
行
為
そ
の
も
の
を
含
め
て
、
倭
国
の
背
景
に
あ
る
魏
の
権
威
を

可
視
的
に
示
す
こ
と
に
よ
る
強
制
力
や
抑
止
力
を
も
期
待
し
た
の
で
あ
り
、
こ
の

点
に
お
い
て
魏
の
軍
事
的
、
政
治
的
な
意
図
が
看
取
さ
れ
る
。
そ
れ
は
魏
が
倭
人

の
社
会
を
中
華
世
界
の
文
字
文
化
に
基
づ
く
政
治
・
行
政
制
度
に
よ
っ
て
対
処
し

て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
。

　

以
上
の
考
察
の
結
果
を
端
的
に
示
す
な
ら
ば
、
魏
が
倭
女
王
に
発
し
た
檄
は
、

こ
れ
ま
で
い
わ
れ
て
い
た
よ
う
に
督
戦
や
戦
意
高
揚
と
す
る
よ
り
は
、
魏
志
倭
人

伝
に
「
告
喩
」
と
あ
る
よ
う
に
狗
奴
国
と
の
紛
争
に
際
す
る
倭
国
に
対
す
る
諭
告

の
意
味
や
内
容
が
主
体
と
考
え
ら
れ
、
か
つ
書
写
材
料
と
は
別
の
次
元
に
お
い
て
、

檄
に
は
可
視
化
と
示
威
の
機
能
が
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
、
そ
れ
を
発
す
る
行
為
に

よ
っ
て
背
景
に
あ
る
魏
の
権
威
を
可
視
的
に
示
す
こ
と
に
よ
る
軍
政
的
な
強
制
力

や
抑
止
力
を
期
待
し
た
の
で
あ
り
、
こ
の
点
に
お
い
て
魏
の
軍
事
的
、
政
治
的
な

意
図
が
看
取
さ
れ
る
。
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本
論
で
は
魏
志
倭
人
伝
に
魏
か
ら
倭
に
対
し
て
告
諭
の
た
め
に
伝
達
さ
た
れ
た

と
記
さ
れ
た
檄
に
関
し
て
、
そ
の
機
能
と
意
味
に
つ
い
て
考
察
し
た
。
以
下
で
は

考
察
の
内
容
を
摘
要
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
結
語
に
か
え
る
こ
と
と
し
た
い
。

　

ま
ず
、
檄
に
関
す
る
研
究
史
を
整
理
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
現
状
に
お
け
る
課

題
を
抽
出
し
た
。
そ
れ
ら
に
よ
る
と
檄
は
倭
国
と
狗
奴
国
の
紛
争
解
決
の
た
め
に

詔
と
檄
と
と
も
に
黄
幢
を
も
た
ら
さ
れ
た
の
で
あ
り
、
魏
は
倭
国
に
対
し
て
軍
事

的
、
政
治
的
な
権
威
を
与
え
た
と
す
る
見
方
が
な
さ
れ
て
き
た
こ
と
を
示
し
た
。

ま
た
、
こ
れ
に
と
ど
ま
ら
ず
、
紛
争
に
際
し
て
具
体
的
か
つ
実
際
的
な
機
能
が
期

待
さ
れ
た
の
で
あ
り
、
史
書
等
に
み
え
る
文
書
と
し
て
の
軍
事
に
関
わ
る
木
簡
文

書
と
す
る
見
方
を
示
す
と
と
も
に
、
居
延
漢
簡
に
代
表
さ
れ
る
西
域
の
辺
境
の
軍

事
施
設
か
ら
出
土
し
た
簡
牘
の
檄
に
対
し
て
、
実
際
の
軍
事
文
書
と
し
て
の
命
令

を
伝
え
る
檄
の
実
態
が
知
ら
れ
て
お
り
、
本
論
で
は
こ
れ
に
関
す
る
知
見
を
参
照

す
る
こ
と
を
示
し
た
。

　

次
に
史
書
・
文
献
に
み
え
る
檄
に
つ
い
て
用
例
と
用
法
を
参
照
し
、
魏
志
倭
人

伝
の
檄
を
送
っ
て
告
諭
す
る
と
い
う
内
容
に
関
し
て
、
檄
は
督
戦
も
含
め
、
敵
の

内
訌
を
誘
う
た
め
の
説
諭
と
し
て
の
機
能
が
あ
る
こ
と
を
例
示
し
、
軍
政
的
文
書

で
あ
る
こ
と
を
論
じ
た
。
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
機
能
の
特
定
に
よ
っ
て
、
本
来
的

な
檄
か
ら
転
じ
た
文
体
と
し
て
の
檄
文
と
の
違
い
を
示
し
た
。

　

こ
れ
と
関
連
し
て
、
居
延
漢
簡
に
代
表
さ
れ
る
漢
代
の
西
域
統
治
に
関
す
る
簡

牘
に
関
す
る
研
究
を
整
理
し
、
簡
牘
と
し
て
檄
は
相
当
に
多
様
な
内
容
と
機
能
を

も
ち
、
そ
の
研
究
成
果
に
よ
っ
て
、
こ
れ
ま
で
魏
志
倭
人
伝
の
檄
が
い
わ
ゆ
る
檄

文
と
し
て
の
み
理
解
さ
れ
て
き
た
こ
と
に
対
す
る
相
対
的
な
事
例
と
し
て
、
漢
簡

に
み
え
る
檄
の
用
法
や
用
例
と
し
て
、
行
政
文
書
や
司
法
文
書
、
軍
事
的
命
令
な

ど
の
典
型
例
を
あ
げ
、
そ
れ
ら
の
機
能
に
よ
っ
て
転
写
さ
れ
る
場
合
も
あ
る
こ
と

を
紹
介
し
た
。
あ
わ
せ
て
物
理
的
機
能
と
し
て
は
各
官
署
に
目
睹
さ
せ
る
こ
と
で

官
吏
の
操
縦
、
掌
握
を
図
り
、
あ
る
い
は
公
的
な
内
容
で
は
民
衆
に
提
示
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
威
嚇
、
督
励
の
効
果
を
生
み
、
私
的
な
内
容
で
は
座
右
に
置
き
、
教

訓
・
自
覚
・
追
憶
な
ど
の
効
果
が
期
待
さ
れ
て
い
る
と
す
る
知
見
を
示
し
た
。

　

以
上
の
諸
研
究
や
知
見
に
立
脚
し
、
檄
の
機
能
の
一
つ
と
し
て
上
位
下
達
の
文

書
で
あ
り
、
軍
事
・
政
治
的
な
伝
達
を
行
う
場
合
が
あ
り
、
少
な
か
ら
ず
目
睹
に

よ
る
視
覚
的
な
効
果
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
魏
が
倭
国
に
対
し
て
檄
を
発
す
る
こ
と

は
、
背
景
に
あ
る
魏
の
権
威
を
可
視
的
に
示
す
こ
と
に
よ
る
軍
政
的
な
強
制
力
や

抑
止
力
を
期
待
し
た
の
で
あ
り
、
こ
の
点
に
お
い
て
魏
の
軍
事
的
、
政
治
的
な
意

図
が
看
取
さ
れ
る
。
そ
れ
は
魏
が
倭
人
の
社
会
に
中
華
世
界
の
文
字
文
化
に
基
づ

く
政
治
・
行
政
制
度
に
よ
っ
て
対
処
し
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
こ
と
を
示
し
て

い
る
。

　

冒
頭
で
記
し
た
よ
う
に
中
国
史
に
お
け
る
檄
の
研
究
や
中
国
で
出
土
し
た
簡
牘

と
し
て
の
檄
の
研
究
を
必
要
な
範
囲
で
多
少
な
り
と
も
消
化
し
、
魏
志
倭
人
伝
研

究
に
活
か
す
こ
と
が
本
論
の
試
図
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
識
者
の
所
見
を
え
て
、

新
た
な
視
野
を
開
き
た
く
思
う
。

〔
注
〕

（
１
） 『
三
国
志
』
巻
三
〇
・
魏
書
三
〇
・
烏
丸
鮮
卑
東
夷
伝
第
三
〇
・
東
夷
／
倭�

�

其
六
年
、
詔
賜
倭
難
升
米
黄
幢
、
付
郡
仮
授
。
其
八
年
、
太
守
王
頎
到
官
。
倭
女

王
卑
弥
呼
与
狗
奴
国
男
王
卑
弥
弓
呼
素
不
和
、
遣
倭
載
斯
、
烏
越
等
詣
郡
説
相
攻



魏
志
倭
人
伝
に
み
え
る
檄
─
文
献
と
漢
簡
か
ら
の
考
察
─
（
門
田
誠
一
）

一
八

撃
状
。
遣
塞
曹
掾
史
張
政
等
因
齎
詔
書
、
黄
幢
、
拝
仮
難
升
米
為
檄
告
喻
之
。

（
２
） 
栗
原
朋
信
「「
魏
志
」
倭
人
伝
に
み
え
る
邪
馬
台
国
を
め
ぐ
る
国
際
関
係
の
一
面
」

『
上
代
対
外
関
係
の
研
究
』（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
七
八
年
）

（
３
）
武
光
誠
編
『
邪
馬
台
国
辞
典
』（
一
九
八
六
年
、
同
成
社
）
七
九
頁

（
４
） 

佐
伯
有
清
『
魏
志
倭
人
伝
を
読
む
─
卑
弥
呼
と
倭
国
内
乱
─
』
下
（
吉
川
弘
文
館
、

二
〇
〇
〇
年
）
一
五
四
～
一
五
七
頁

（
５
） 

孟
古
托
力
「
読
《
三
国
志
・
倭
人
伝
》
─
曹
魏
与
日
本
列
島
諸
国
的
往
来
」（『
黒

竜
江
民
族
叢
刊
』
二
〇
〇
四
年
第
四
期
）〔
中
国
語
文
献
〕

（
６
） 

こ
の
問
題
に
対
す
る
整
理
は
、
沈
仁
安
「
魏
国
与
邪
馬
台
国
使
節
往
来
考
」（
前

掲
）
を
参
照
。

（
７
） 

漢
語
大
字
典
編
集
委
員
会
編
『
漢
語
大
字
典
』
第
二
巻
（
四
川
辞
書
出
版
社
・
湖

北
辞
書
出
版
社
、
一
九
八
七
年
）〔
中
国
語
文
献
〕
一
三
〇
三
～
一
三
〇
四
頁

（
８
） 

劉
峨
「
論
檄
与
移
、
露
布
、
難
的
関
係
」（『
安
慶
師
範
学
院
学
報
』（
社
会
科
学

版
）
三
〇
─
一
二
、
二
〇
一
一
年
）〔
中
国
語
文
献
〕

（
９
） 

王
暁
静
「
漢
魏
六
朝
“
檄
”
体
文
総
述
」（『
萍
郷
高
等
専
科
学
校
学
報
』
二
〇
〇
五

年
第
二
期
）〔
中
国
語
文
献
〕�

�

李
振
松
「
中
国
古
代
檄
文
簡
論
」（『
宿
州
教
育
学
院
学
報
』
一
〇
─
四
、二
〇
〇
七

年
）〔
中
国
語
文
献
〕

（
10
） 

尹
韵
公
「
三
国
時
代
与
新
聞
信
息
伝
播
」（『
中
国
文
化
研
究
』
一
五
、一
九
九
七

年
）〔
中
国
語
文
献
〕

（
11
） 

宋
雪
玲
「
論
漢
晋
檄
文
文
体
功
能
演
変
及
其
定
型
─
従
劉
勰
論
檄
文
文
体
功
能
之

得
失
談
起
」（『
浙
江
学
刊
』
二
〇
一
四
年
第
四
期
）〔
中
国
語
文
献
〕

（
12
） 

楊
榕
「
従
《
文
心
雕
龍
》
看
檄
文
文
体
特
征
」（『
河
北
経
済
大
学
学
報
（
総
合

版
）』
一
一
─
二
、
二
〇
一
一
年
）〔
中
国
語
文
献
〕

（
13
） 

林
瑜
洁
「
三
国
時
期
軍
事
文
書
初
探
」（『
文
教
資
料
』
二
〇
一
二
年
第
二
六
期
）

〔
中
国
語
文
献
〕

（
14
） 

王
暁
静
「
漢
魏
六
朝
“
檄
”
体
文
総
述
」（
前
掲
注
（
９
））�

�

李
振
松
「
中
国
古
代
檄
文
簡
論
」（『
宿
州
教
育
学
院
学
報
』
二
〇
〇
七
年
第
四
期
） 

〔
中
国
語
文
献
〕�

�

劉
峨
「
論
檄
文
的
文
体
特
点
」（『
淮
北
師
範
大
学
学
報
（
哲
学
社
会
科
学
版
）』

二
〇
一
二
年
第
二
期
）〔
中
国
語
文
献
〕�

�

張
悦
「
略
論
“
檄
”
的
特
点
及
《
文
選
》
文
体
分
類
的
欠
陥
」（『
内
蒙
古
農
業
大

学
学
報
（
社
会
科
学
版
）』
二
〇
一
二
年
第
四
期
）〔
中
国
語
文
献
〕

（
15
） 

連
劭
名
「
西
域
木
簡
中
的
記
与
檄
」（『
文
物
春
秋
』
一
九
八
九
年
第
一
期
）〔
中
国

語
文
献
〕

（
16
） 『
釈
名
』
釈
所
契�

�

檄
、
激
也
、
下
官
所
以
激
迎
其
上
之
書
文
也
。

（
17
） 『
漢
書
』
巻
一
下
・
高
帝
劉
邦
紀
第
一
下
／
十
年
九
月�

�

吾
以
羽
檄
徵
天
下
兵
、
未
有
至
者
、
今
計
唯
独
邯
鄲
中
兵
耳
。

（
18
） 『
漢
書
』
巻
一
下
・
高
帝
劉
邦
紀
第
一
下
／
十
年
九
月　

顔
師
古
注�

�

師
古
曰
檄
者
、
以
木
簡
為
書
、
長
尺
二
寸
、
用
徵
召
也
。
其
有
急
事
、
則
加
以
鳥

羽
插
之
、
示
速
疾
也
。

（
19
） 『
後
漢
書
』
光
武
帝
・
劉
秀
紀
第
一
上
／
更
始
二
年�

�

二
年
正
月
、
光
武
以
王
郎
新
盛
、
乃
北
徇
薊
。
王
郎
移
檄
購
光
武
十
万
戸
、
而
故

広
陽
王
子
劉
接
起
兵
薊
中
以
応
郎
、
城
內
擾
乱
、
転
相
驚
恐
、
言
邯
鄲
使
者
方
到
、

二
千
石
以
下
皆
出
迎
。

（
20
） 『
後
漢
書
』
光
武
帝
・
劉
秀
紀
第
一
上
／
更
始
二
年　

李
賢
注�

�

説
文
曰
檄
以
木
簡
為
書
、
長
尺
二
寸
。
謂
之
檄
、
以
徵
召
也
。
…
（
中
略
）
…
魏

武
奏
事
曰
若
有
急
、
即
插
以
鶏
羽
、
謂
之
羽
檄
。

（
21
） 

た
だ
し
、
檄
の
長
さ
に
つ
い
て
は
二
尺
と
す
る
こ
と
も
含
め
て
別
に
検
討
が
な
さ

れ
て
い
る
。��

冨
谷
至
「
第
三
章　

檄
書
攷
─
視
覚
簡
牘
の
展
開
」『
文
書
行
政
の
漢
帝
国
』（
名

古
屋
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
〇
年
）

（
22
） 

劉
峨
「
論
檄
与
移
、
露
布
、
難
的
関
係
」（
前
掲
注
（
８
））

（
23
） 

福
井
佳
夫
「
檄
文
の
ジ
ャ
ン
ル
─
陳
琳
の
作
を
中
心
に
─
」『
六
朝
文
体
論
』（
汲

古
書
院
、
二
〇
一
四
年
）

（
24
） 
曇
艶
「
論
古
代
文
書
“
檄
”
的
発
展
演
変
」（『
弁
巧
公
室
業
務
』
二
〇
一
五
年
第

二
期
）〔
中
国
語
文
献
〕

（
25
） 

同
じ
列
伝
で
も
、
異
な
る
文
脈
で
用
い
ら
れ
た
場
合
は
別
に
扱
っ
た
の
で
表
で
は

一
八
の
記
事
と
し
た
。



佛
教
大
学
　
歴
史
学
部
論
集
　
第
一
〇
号
（
二
〇
二
〇
年
三
月
）

一
九

（
26
） 『
漢
書
』
巻
四
二
・
張
周
趙
任
申
屠
伝
第
一
二
・
申
屠
嘉��

罷
朝
坐
府
中
、
嘉
為
檄
召
通
詣
丞
相
府
、
不
来
、
且
斬
通
。

（
27
） 『
史
記
』
巻
一
二
二
・
酷
吏
列
伝
第
六
二
・
王
温
舒�

�
自
温
舒
等
以
悪
為
治
、
而
郡
守
、
都
尉
、
諸
侯
二
千
石
欲
為
治
者
、
其
治
大
抵
尽

放
温
舒
、
而
吏
民
益
軽
犯
法
、
盜
賊
滋
起
。
…
（
中
略
）
…
大
群
至
数
千
人
、
擅

自
号
、
攻
城
邑
、
取
庫
兵
、
釈
死
罪
、
縛
辱
郡
太
守
、
都
尉
、
殺
二
千
石
、
為
檄

告
県
趣
具
食
。

（
28
） 『
三
国
志
』
巻
五
四
・
呉
書
九
・
周
瑜
魯
肅
呂
蒙
伝
第
九
・
呂
蒙�

�

羽
聞
之
、
必
撤
備
兵
、
尽
赴
襄
陽
。
大
軍
浮
江
、
昼
夜
馳
上
、
襲
其
空
虚
、
則
南

郡
可
下
、
而
羽
可
禽
也
。
遂
称
病
篤
、
権
乃
露
檄
召
蒙
還
、
陰
與
図
計
。

（
29
） 

王
湘
江
「
漫
話
鳩
毛
信
」（『
軍
事
歴
史
』
一
九
九
二
年
第
二
期
）〔
中
国
語
文
献
〕

（
30
） 『
漢
書
』
巻
一
下
・
高
帝
劉
邦
・
紀
第
一
下
／
十
年
九
月　

顔
師
古
注��

魏
武
奏
事
云
今
辺
有
警
、
輒
露
檄
插
羽
。

（
31
） 『
三
国
志
』
巻
五
一
・
呉
書
六
・
宗
室
伝
第
六
・
孫
韶�
�

権
聞
乱
、
従
椒
丘
還
、
過
定
丹
楊
、
引
軍
帰
呉
。
夜
至
京
城
下
営
、
試
攻
驚
之
、

兵
皆
乗
城
伝
檄
備
警
、
讙
声
動
地
、
頗
射
外
人
、
権
使
曉
喻
乃
止
。

（
32
） 『
三
国
志
』
巻
一
四
・
魏
書
一
四
・
程
郭
董
劉
蒋
劉
伝
・
劉
曄�

�

漢
中
遂
平
。
曄
進
曰
…
（
中
略
）
…
今
挙
漢
中
、
蜀
人
望
風
、
破
膽
失
守
、
推
此

而
前
、
蜀
可
伝
檄
而
定
。
…
（
後
略
）

（
33
） 『
史
記
』
巻
九
三
・
韓
信
盧
綰
列
伝
第
三
三
／
陳
豨�

�

陳
豨
反
、
邯
鄲
以
北
皆
豨
有
、
吾
以
羽
檄
徵
天
下
兵
、
未
有
至
者
、
今
唯
独
邯
鄲

中
兵
耳
。�

�

『
漢
書
』
巻
一
下
・
高
帝
劉
邦
紀
第
一
下
／
十
年��

上
曰
非
汝
所
知
。
陳
豨
反
、
趙
代
地
皆
豨
有
。
吾
以
羽
檄
徵
天
下
兵
、
未
有
至

者
、
今
計
唯
独
邯
鄲
中
兵
耳
。

（
34
） 『
漢
書
』
巻
四
五
・
蒯
伍
江
息
夫
伝
第
一
五
・
息
夫
躬�

�

軍
書
交
馳
而
輻
湊
、
羽
檄
重
迹
而
押
至
、
小
夫
愞
臣
之
徒
憒
眊
不
知
所
為
、
…（
後

略
）

（
35
） 『
三
国
志
』
巻
二
六
・
魏
書
二
六
・
満
田
牽
郭
伝
第
二
六
・
牽
招�

�

又
並
馳
布
羽
檄
、
称
陳
形
勢
、
云
當
西
北
掩
取
虜
家
、
然
後
東
行
、
会
誅
虜
身
。

檄
到
、
豫
軍
踴
躍
。

（
36
） 『
後
漢
書
』
皇
甫
張
段
列
伝
第
五
五
・
皇
甫
規��

所
著
賦
、
銘
、
碑
、
讚
、
禱
文
、
弔
、
章
表
、
教
令
、
書
、
檄
、
牋
記
、
凡
二
十
七

篇
。�

�

『
後
漢
書
』
鄭
孔
荀
列
伝
第
六
〇
・
孔
融�

�

所
著
詩
、
頌
、
碑
文
、
論
議
、
六
言
、
策
文
、
表
、
檄
、
教
令
、
書
記
凡
二
十
五

篇
。
文
帝
以
習
有
欒
布
之
節
、
加
中
散
大
夫
。��

『
後
漢
書
』
文
苑
列
伝
第
七
〇
下
・
張
超�

�

霊
帝
時
、
従
車
騎
将
軍
朱
儁
征
黄
巾
、
為
別
部
司
馬
。
著
賦
、
頌
、
碑
文
、
薦
、

檄
、
牋
、
書
、
謁
文
、
嘲
、
凡
十
九
篇
。

（
37
） 

藤
田
勝
久
「
漢
代
檄
の
伝
達
方
法
と
機
能
：
文
書
と
口
頭
伝
達
」『
中
国
古
代
国
家

と
情
報
伝
達
─
秦
漢
簡
牘
の
研
究
』（
汲
古
書
院
、
二
〇
一
六
年
）〔
初
出
は

三
二
、二
〇
一
二
年
）

（
38
） 『
史
記
』
巻
七
〇
・
張
儀
列
伝
第
一
〇
・
張
儀��

張
儀
既
相
秦
、
為
文
檄
告
楚
相
曰
始
吾
従
若
飲
、
我
不
盜
而
璧
、
若
笞
我
。
若
善

守
汝
国
、
我
顧
且
盜
而
城
。

（
39
） 『
文
選
』
巻
四
四
・
檄
／
喩
巴
蜀
檄��

陛
下
患
使
者
有
司
之
若
彼
、
悼
不
肖
愚
民
之
如
此
、
故
遣
信
使
、
曉
諭
百
姓
以
発

卒
之
事
。

（
40
） 『
文
選
』
巻
四
四
・
檄
／
檄
蜀
文�

�

檄
到
、
亟
下
県
道
、
使
咸
喩
陛
下
之
意
、
無
忽
。

（
41
） 『
文
選
』
巻
四
四
・
檄
／
告
郡
国
檄��

今
鎮
西
奉
辞
銜
命
、
攝
統
戎
車
、
庶
弘
文
告
之
訓
、
以
済
元
元
之
命
。

（
42
） 『
後
漢
書
』
王
劉
張
李
彭
盧
列
伝
・
王
昌�

�

移
檄
州
郡
制
日
詔
部
剌
史
、
郡
太
守
日
朕
孝
成
皇
帝
子
子
輿
者
也
。
…
（
中
略
）

…
昔
遭
趙
氏
之
禍
、
因
以
王
莽
篡
殺
、
頼
知
命
者
将
護
朕
躬
、
解
形
河
濱
、
…
（
中

略
）
…
諸
興
義
兵
、
咸
以
助
朕
、
皆
當
裂
土
享
祚
子
孫
。
…
（
中
略
）
…
朕
甚
悼

焉
、
故
遣
使
者
班
下
詔
書
。

（
43
） 『
後
漢
書
』
王
劉
張
李
彭
盧
列
伝
・
王
昌�

�

郎
以
百
姓
思
漢
、
既
多
言
翟
義
不
死
、
故
詐
称
之
、
以
従
人
望
。



魏
志
倭
人
伝
に
み
え
る
檄
─
文
献
と
漢
簡
か
ら
の
考
察
─
（
門
田
誠
一
）

二
〇

（
44
） 『
後
漢
書
』
隗
囂
公
孫
述
列
伝
・
陳
囂�

�

昔
秦
始
皇
毀
壊
謚
法
、
以
一
二
数
欲
至
万
世
、
而
莽
下
三
万
六
千
歳
之
歷
、
言
身

當
尽
此
度
。
循
亡
秦
之
軌
、
推
無
窮
之
数
。
是
其
逆
天
之
大
罪
也
。
分
裂
郡
国
、

断
截
地
絡
。
田
為
王
田
、
売
買
不
得
。
規
錮
山
沢
、
奪
民
本
業
。
造
起
九
廟
、
窮

土
作
。
発
冢
河
東
、
攻
劫
丘
壟
。
此
其
逆
地
之
大
罪
也
。
…
（
中
略
）
…
使
四
境

之
外
、
並
入
為
害
、
縁
辺
之
郡
、
江
海
之
瀕
、
滌
地
無
類
。
故
攻
戦
之
所
敗
、
苛

法
之
所
陷
、
飢
饉
之
所
夭
、
疾
疫
之
所
及
、
以
万
万
計
。
其
死
者
則
露
屍
不
掩
、

生
者
則
奔
亡
流
散
、
幼
孤
婦
女
、
流
離
係
虜
。
此
其
逆
人
之
大
罪
也
。

（
45
） 『
後
漢
書
』
伏
侯
宋
蔡
馮
趙
牟
韋
列
伝
・
伏
湛 

子
隆�

�

隆
移
檄
告
曰
乃
者
、
猾
臣
王
莽
、
殺
帝
盜
位
。
宗
室
興
兵
、
除
乱
誅
莽
、
故
群
下

推
立
聖
公
、
以
主
宗
廟
…
（
中
略
）
…
今
虎
牙
大
将
軍
屯
営
十
万
、
已
抜
睢
陽
、

劉
永
奔
迸
、
家
已
族
矣
。
此
諸
君
所
聞
也
。
不
先
自
図
、
後
悔
何
及
。

（
46
） 『
文
心
雕
龍
』
檄
移
篇�

�

至
周
穆
西
征
、
祭
公
謀
父
称
古
有
威
譲
之
令
、
令
有
文
告
之
辞
、
即
檄
之
本
源

也
。
及
春
秋
征
伐
、
自
諸
侯
出
、
懼
敵
弗
服
、
故
兵
出
須
名
。
振
此
威
風
、
暴
彼

昏
乱
。

（
47
） 『
文
心
雕
龍
』
檄
移
篇
で
述
べ
る
檄
の
特
質
に
関
し
て
は
下
記
論
考
を
参
照
。�

�

褚
斌
杰
著
、
福
井
佳
夫
訳
『
中
国
の
文
章
：
ジ
ャ
ン
ル
に
よ
る
文
学
史
』（
汲
古
書

院
、
二
〇
〇
四
年
）
二
〇
八
～
二
一
五
頁�

�

張
昶
「《
文
心
雕
龍
·
檄
移
》
弁
疑
」（『
語
文
学
刊
』
二
〇
〇
七
年
第
五
期
）〔
中

国
語
文
献
〕��

劉
睿
「
従
《
文
心
雕
龍
·
檄
移
》
看
劉
勰
的
軍
事
思
想
」（『
濰
坊
教
育
学
院
学

報
』
二
〇
一
〇
年
第
二
期
）〔
中
国
語
文
献
〕
な
ど
。

（
48
） 

楊
榕
「
従
《
文
心
雕
龍
》
看
檄
文
文
体
特
征
」（『
河
北
経
貿
大
学
学
報
（
総
合

版
）』
一
一
─
二
、
二
〇
一
一
年
）〔
中
国
語
文
献
〕�

�

劉
峨
「
論
檄
文
的
文
体
特
点
」（
前
掲
注
（
14
））�

�

呉
愷
嘉
「
三
国
檄
文
初
探
」（『
文
教
資
料
』
六
六
八
、
二
〇
一
四
年
）〔
中
国
語
文

献
〕
な
ど
。

（
49
） 『
文
選
』
巻
四
〇
・
弾
事 

牋 

奏
記
／
答
魏
太
子
牋�

�

凡
此
数
子
、
於
雍
容
侍
従
、
実
其
人
也
。
若
乃
辺
境
有
虞
、
群
下
鼎
沸
、
軍
書
輻

至
、
羽
檄
交
馳
、
於
彼
諸
賢
、
非
其
任
也
。

（
50
） 

劉
峨
「
論
檄
与
移
、
露
布
、
難
的
関
係
」（
前
掲
注
（
８
））、
林
瑜
洁
「
三
国
時
期

軍
事
文
書
初
探
」（
前
掲
注
（
13
））、
冨
谷
至
「
第
三
章　

檄
書
攷
─
視
覚
簡
牘
の

展
開
」（
前
掲
注
（
21
））、
曇
艶
「
論
古
代
文
書
“
檄
”
的
発
展
演
変
」（
前
掲
注

（
23
））、
藤
田
勝
久
「
漢
代
檄
の
伝
達
方
法
と
機
能
：
文
書
と
口
頭
伝
達
」（
前
掲

注
（
37
））
な
ど
。
次
項
で
整
理
し
た
漢
簡
に
つ
い
て
の
諸
研
究
も
参
照
し
た
。

（
51
） 

居
延
漢
簡
の
研
究
史
に
つ
い
て
は
近
年
の
整
理
が
あ
る
。��

野
口
優
「
漢
代
西
北
辺
境
の
研
究
：
居
延
漢
簡
と
京
都
大
学
」『
二
〇
一
五
年
度
京

都
大
学
南
京
大
学
社
会
学
人
類
学
若
手
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ 

東
ア
ジ
ア
若
手
人
文
社

会
科
学
研
究
者
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
報
告
論
文
集
』（
京
都
大
学
ア
ジ
ア
研
究
教
育
ユ

ニ
ッ
ト
、
二
〇
一
六
年
）

（
52
） 

連
劭
名
「
西
域
木
簡
中
的
記
与
檄
」（『
文
物
春
秋
』
一
九
八
九
年
第
一
期
）〔
中
国

語
文
献
〕�

�

鷹
取
祐
司
「
漢
簡
所
見
文
書
考
─
書
・
檄
・
記
・
符
」、
角
谷
常
子
「
簡
牘
の
形
状

に
お
け
る
意
味
」
冨
谷
至
編
『
辺
境
出
土
木
簡
の
研
究
』（
朋
友
書
店
、
二
〇
〇
三

年
）

（
53
） 

連
劭
名
「
西
域
木
簡
中
的
記
与
檄
」（『
文
物
春
秋
』
一
九
八
九
年
第
一
期
）〔
中
国

語
文
献
〕

（
54
） 

李
均
明
『
秦
漢
簡
牘
文
書
分
類
輯
解
』（
文
物
出
版
社
、
二
〇
〇
九
年
）
一
〇
三
～

一
〇
七
頁
〔
中
国
語
文
献
〕

（
55
） 

た
だ
し
、
漢
簡
の
檄
の
形
態
全
般
で
は
、
本
文
で
ふ
れ
た
枝
を
削
っ
た
不
定
形
な

檄
や
そ
れ
以
外
に
も
多
面
体
以
外
の
簡
牘
も
指
摘
さ
れ
て
お
り
、
形
態
に
つ
い
て

は
今
後
の
検
討
に
お
う
と
こ
ろ
が
大
き
い
。�

�

鄥
文
玲
「
漢
簡
中
所
見
“
合
檄
”
試
探
」
呉
栄
曾
・
汪
桂
海
編
『
簡
牘
与
古
代
史

研
究
』（
北
京
大
学
出
版
社
、
二
〇
一
二
年
）〔
中
国
語
文
献
〕�

�

何
佳
・
黄
朴
華
「
東
漢
簡
“
合
檄
”
封
緘
方
式
試
探
」（『
斉
魯
学
刊
』
二
〇
一
三

年
第
四
期
）〔
中
国
語
文
献
〕�

�
角
谷
常
子
「
木
簡
使
用
の
変
遷
と
意
味
」
角
谷
常
子
編
『
東
ア
ジ
ア
木
簡
学
の
た

め
に
』（
汲
古
書
院
、
二
〇
一
四
年
）

（
56
） 

冨
谷
至
「
第
三
章　

檄
書
攷
─
視
覚
簡
牘
の
展
開
」（
前
掲
注
（
21
））



佛
教
大
学
　
歴
史
学
部
論
集
　
第
一
〇
号
（
二
〇
二
〇
年
三
月
）

二
一

（
57
） 

藤
田
勝
久
「
漢
代
檄
の
伝
達
方
法
と
機
能
：
文
書
と
口
頭
伝
達
」（
前
掲
注
（
37
））

（
58
） 
事
例
①
②
の
釈
字
は
下
記
の
報
告
書
、
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
に
よ
っ
た
。��

①
甘
粛
省
博
物
館
・
文
物
研
究
所
・
社
会
科
学
院
歴
史
研
究
書
『
居
延
新
簡
：
甲

渠
候
官
』
上
（
中
華
書
局
、
一
九
九
四
年
）〔
中
国
語
文
献
〕
二
一
四
～
二
一
五

頁
、
図
版
は
下
・
四
九
九
～
五
〇
〇��

※
図
１
の
出
典�

�

②
中
国
社
会
科
学
院
考
古
研
究
所
編
『
居
延
漢
簡
：
甲
乙
編
』
下
冊
（
中
華
書
局
、

一
九
八
〇
年
）〔
中
国
語
文
献
〕
八
頁
、
図
版
は
上
冊
図
版
一
八
三�

�

な
お
、
釈
字
の
■
は
封
泥
、
□
は
未
釈
文
字
、
〼
は
字
数
不
明
の
未
釈
文
字
を
示

す
。�

�

②
中
央
研
究
院
歴
史
語
言
研
究
所
作
成
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
『
漢
代
簡
牘
数
位
典
蔵
』

（
59
） 

冨
谷
至
「
第
三
章　

檄
書
攷
─
視
覚
簡
牘
の
展
開
」（
前
掲
注
（
55
））

（
60
） 

大
庭
脩
「
第
五
章　

檄
書
の
復
原
」『
漢
簡
研
究
』（
同
朋
舎
出
版
、
一
九
九
二
年
）

（
61
） 

冨
谷
至
「
第
三
章　

檄
書
攷
─
視
覚
簡
牘
の
展
開
」（
前
掲
注
（
55
））

（
62
） 

藤
田
勝
久
「
漢
代
檄
の
伝
達
方
法
と
機
能
：
文
書
と
口
頭
伝
達
」（
前
掲
注
（
50
））

（
63
） 

冨
谷
至
「
第
三
章　

檄
書
攷
─
視
覚
簡
牘
の
展
開
」（
前
掲
注
（
55
））

（
64
） 

甘
粛
居
延
漢
簡
整
理
小
組
「
居
延
漢
簡
“
候
史
広
徳
坐
罪
行
罰
檄
”」（『
文
物
』

一
九
七
九
年
第
一
期
）〔
中
国
語
文
献
〕

（
65
） 

徐
元
邦
・
曹
延
尊
「
居
延
出
土
的
“
候
史
広
徳
坐
不
循
行
部
”
檄
」（『
考
古
』

一
九
七
九
年
第
二
期
）〔
中
国
語
文
献
〕�

�

永
田
英
正
「
候
史
広
徳
坐
行
罰
」
檄
に
つ
い
て
─
兼
ね
て
候
史
の
職
掌
を
論
ず
─
」

『
漢
代
史
研
究
』（
汲
古
書
院
、
二
〇
一
八
年
）〔
初
出
は
一
九
九
〇
年
〕
な
ど
。

（
66
） 

冨
谷
至
「
第
三
章　

檄
書
攷
─
視
覚
簡
牘
の
展
開
」（
前
掲
注
（
49
））

（
67
） 『
三
国
志
』
巻
一
四
・
魏
書
一
四
・
程
郭
董
劉
蔣
劉
伝
第
一
四
・
劉
放��

放
善
為
書
檄
、
三
祖
詔
命
有
所
招
喩
、
多
放
所
為
。

（
68
） 『
三
国
志
』
巻
一
四
・
魏
書
一
四
・
程
郭
董
劉
蔣
劉
伝
第
一
四
・
劉
放��

帝
納
其
言
、
即
以
黄
紙
授
放
作
詔
。

（
69
） 『
三
国
志
』
巻
六
一
・
呉
書
一
六
・
潘
濬
陸
凱
伝
第
一
六
・
陸
凱　

裴
松
之
注
所
引

『
江
表
伝
』��

臣
拝
紙
詔
、
伏
読
一
周
、
不
覚
気
結
於
胸
、
而
涕
泣
雨
集
也
。

（
70
） 『
初
学
記
』
巻
二
一
・
文
部�

�

魏
武
令
曰
自
今
諸
掾
属
侍
中
別
駕
，
常
以
月
朔
各
進
得
失
，
紙
書
函
封
。

（
71
） 

以
上
の
後
漢
末
期
か
ら
三
国
時
代
に
か
け
て
の
書
写
材
料
の
変
化
お
よ
び
史
書
・

文
献
の
例
に
つ
い
て
は
下
記
を
参
照
し
た
。�

�

劉
光
裕
「
紙
簡
併
用
行
（
続
三
）」（『
編
集
之
友
』
一
九
九
八
年
第
六
期
）〔
中
国

語
文
献
〕�

�

籾
山
明
「
簡
牘
・
縑
帛
・
紙
─
─
中
国
古
代
に
お
け
る
書
写
材
料
の
変
遷
─
」
籾

山
明
・
佐
藤
信
編
『
文
献
と
遺
物
の
境
界
』（
六
一
書
房
、
二
〇
一
一
年
）�

�

な
お
、
楼
蘭
出
土
文
字
資
料
の
書
写
材
料
の
検
討
に
よ
っ
て
、
三
・
四
世
紀
に
は
書

籍
は
紙
に
代
わ
る
が
、
行
政
文
書
は
簡
牘
が
残
る
実
態
が
示
さ
れ
、
簡
牘
か
ら
紙

へ
の
変
化
が
跡
づ
け
ら
れ
て
お
り
、
参
考
に
な
る
。�

�

冨
谷
至
「
３
世
紀
か
ら
４
世
紀
に
か
け
て
の
書
写
材
料
の
変
遷
─
楼
蘭
出
土
文
字

資
料
を
中
心
に
─
」
冨
谷
至
編
『
流
沙
出
土
の
文
字
資
料
─
楼
蘭
・
尼
雅
文
書
を

中
心
に
─
』（
京
都
大
学
学
術
出
版
会
、
二
〇
〇
一
年
）

（
72
） 

角
谷
常
子
「
木
簡
使
用
の
変
遷
と
意
味
」
角
谷
常
子
編
『
東
ア
ジ
ア
木
簡
学
の
た

め
に
』（
前
掲
注
（
54
））��

何
佳
・
黄
朴
華
「
東
漢
簡
“
合
檄
”
封
緘
方
式
試
探
」（
前
掲
注
（
54
））�

�

李
蘭
芳
「
長
沙
五
一
広
場
出
土
Ｊ
１
③
：
二
八
五
号
簡
牘
再
釈
」（『
簡
牘
学
研
究
』

二
〇
一
八
年
版
）〔
中
国
語
文
献
〕
な
ど
。

（
73
） 

近
年
で
は
紙
の
詔
書
が
通
行
す
る
の
は
西
晋
と
す
る
言
説
が
あ
り
（
陳
静
）、
ま

た
、
戸
籍
は
東
晋
か
ら
で
あ
り
、
簡
牘
か
ら
紙
へ
の
変
化
を
律
令
に
よ
る
行
政
へ

の
以
降
と
関
連
づ
け
る
見
方
（
冨
谷
至
）
が
示
さ
れ
て
い
る
。�

�

陳
静
「
詔
書
的
以
紙
代
簡
過
程
─
兼
論
“
板
詔
書
”
的
出
現
及
応
用
」（『
済
南
大

学
学
報
』
一
〇
─
一
、
二
〇
〇
〇
年
）〔
中
国
語
文
献
〕��

冨
谷
至
「
漢
か
ら
晋
へ
─
簡
牘
か
ら
紙
」『
木
簡
・
竹
簡
の
語
る
中
国
古
代
：
初
期

の
文
化
史
（
増
補
新
版
）』（
岩
波
書
店
、
二
〇
一
四
年
）

�

（
も
ん
た　

せ
い
い
ち　

歴
史
文
化
学
科
） 

�

二
〇
一
九
年
十
一
月
十
二
日
受
理


